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 午前 ９時５９分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員23名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第４号により進めます。 

 

 

 

日程第１ 一般質問 

 

○鳥海隆太議長 日程第１、一般質問を行います。 

  順次発言を許可いたします。 

  一つ、自治体オンラインショップ（米沢モール）

を作れないか、16番成澤和音議員。 

  〔１６番成澤和音議員登壇〕（拍手） 

○１６番（成澤和音議員） おはようございます。

一般質問の一発目を飾らせていただきます一新

会の成澤和音です。 

  一般質問の順番を決める際に、何番がいいと聞

かれまして、もちろん１番がいいですとお願いし

たところ、本当に１番になってしまいました。く

じを引いていただいた議運の方に関しましては、

本当に感謝の言葉を述べつつも、ぜひ次回も１番

を引いていただきますようお願い申し上げたい

と思います。 

  中国、武漢から発生したＣＯＶＩＤ－19（新型

コロナウイルス）が日本国内で見つかってからは

や１年。ソーシャルディスタンスや新しい生活様

式などの聞き慣れない言葉が飛び交い、私たちか

ら当たり前の日常生活を奪っていきました。いま

だ終息のめどが立たない中、ようやく日本国内で

もワクチンの接種がスタートしたところです。 

  亡くなられた方に心より御冥福をお祈り申し上

げますとともに、これまで従事されてきました医

療関係者、行政関係者の皆様には深く敬意を表す

るところであります。 

  昔のようには難しいかもしれませんが、ぜひ、

また皆さんと一緒に肩を組み、酒を飲み交わし、

米沢の将来について「ああでもない、こうでもな

い」と話せる日を心待ちにしているところでござ

います。 

  さて、今回の一般質問は、自治体オンラインシ

ョップ（米沢モール）を作れないかについて質問

いたします。 

  昨年、そして今回の代表質問でも、一新会の中

村代表より、地域循環型経済の構築として同様の

趣旨の質問をしたところではあります。決して中

村代表から指示があったわけではございません。

私も思うところがありまして、今回は地域循環型

経済の手法論についてを伺いたいと思っており

ます。 

  コロナの感染が拡大してからというもの、人々

の流れは停滞し、飲食業をはじめ旅館などの観光

業、そしてそのほかの業種にも広く及び、とりわ

け対面で事業展開を行っていたところの影響が

深刻となっております。本市内においても他人事

ではなく、様々なところから苦しい胸の内を伺っ

ており、改めて市内経済の回復が急務だと感じた

ところです。 

  ただ、小売などの店舗売上げが減少しているも

のの、イーコマース（ＥＣ）、いわゆるインター

ネットサイトを使った売上げは、影響を物ともせ

ず年々増加傾向にあります。経済産業省が2020年

７月に公表したＥＣ市場調査レポートによれば、

2019年のＥＣ市場規模（Ｂ ｔｏ Ｃ）、ビジネ

ス・ツー・カスタマーの物販分野が年間10兆円を

超え、コロナで外出が自粛された2020年、そして

今年の2021年については急拡大が予想されてお

ります。 

  国内のＥＣの市場規模は過去５年で約1.5倍に

拡大、既に百貨店の約6.3兆円、ドラッグストア

の6.8兆円を超え、2020年にコンビニの市場規模

が約12.2兆円を超えたとも言われているほどで

す。経済状況の影響を大きく受ける中、ＥＣ市場

は指折りの成長産業となり、これからも新規参入
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やＥＣに特化して事業展開をしていくところも

出てくるはずです。 

  しかしながら、本市においてはＥＣへの出店に

取り組んでいる店舗はまだ少ないように感じま

す。新たな生活様式の中で通販も利用した生活ス

タイルが求められており、今後の売上確保や地域

経済の循環を考えたときに、この分野は避けて通

れない道、むしろ本家本流になるのではないかと

思います。米沢市内での購入促進と市外への販路

開拓に向け、自治体公式の米沢モールを開設する

必要があると思いますが、本市としての取組や方

針はいかがでしょうか。 

  なお、産業部長は今月で退職されてしまいます

が、ぜひとも私たちの記憶に残るような、そして

議会史にも刻まれるような熱い答弁を御期待申

し上げ、壇上での質問を終わりといたします。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

  〔菅野紀生産業部長登壇〕 

○菅野紀生産業部長 私から、自治体オンラインシ

ョップ（米沢モール）を作れないかについてお答

えいたします。 

  ＥＣと言われるオンラインビジネスは、1993年

に誕生以来、急速な発展を続けており、2008年か

ら2018年の10年間の業態別売上げを比較します

と、百貨店は８兆5,000億円が５兆9,000億円に

70％に減少しているのに対しまして、ＥＣ物販は

２兆4,000億円が９兆3,000億円と、その伸び率は

383％と急成長し、2019年には10兆円を突破する

など、ますます成長を続けております。 

  今後は、いまだに収束しない新型コロナウイル

スの影響から、実店舗での営業が厳しくなる傾向

も見られ、ビジネスの新たな戦場として今まで以

上にＥＣサイトが注目されるだけでなく、多くの

人が自宅で過ごす時間が増えていることから、日

用品や食品を購入する巣籠もり消費とともに、動

画サービスやデリバリーサービスなどサービス

も多様化し、ますますＥＣサイトの利用は伸びる

ものと思われます。 

  このようなことから、議員御提案の米沢モール

の創設、いわゆるＥＣサイトを活用することは、

コロナ禍で売上げが減少している事業者に対す

る有効な策の一つでもあり、また、知られていな

い商品やサービスを発信する手段としても効果

が高いと考えます。 

  しかしながら、こうしたＥＣサイトを立ち上げ

た先進自治体の多くが既に事業から撤退してお

り、これは公平性などから、ある特定の商品や事

業者をお勧めするような紹介が難しいことや、ま

た注文を受けてから発送するまでワンクッショ

ン入るなど、事業者が直接運営するサイトと比較

しますと、特徴が出にくいことやレスポンスの悪

さがあると考えられます。 

  こうした中、本市では今年度、個人消費喚起を

促進し地域内経済循環の相乗効果等を図る目的

で消費喚起促進事業費補助金を創設し、その中で、

コロナ禍における外出自粛や巣籠もり需要を掘

り起こし消費喚起に結びつける取組として、市内

の複数の事業者が連携して商品販売等のウェブ

サイトを制作する事業に関する申請が12件ほど

あり、コロナ禍における商品販売や事業継続戦略

の有効的な手段の一つとして、市内事業者が積極

的に取り組まれており、今後も専用のウェブサイ

ト構築によるＥＣサイトの開設が着実に広がっ

ていくものと考えております。 

  本市といたしましては、民間事業者が実施する

様々な消費喚起事業等に対して支援を行いなが

ら、民間ならではの自由な発想や民間活力により、

地域経済の活性化に結びつけていただきたいと

考えておりますので、現時点では様々な制約があ

り、公平性や費用対効果が求められる自治体主導

のオンラインショップの開設は難しいものと考

えておりますが、令和３年度も引き続き民間事業

者が連携して取り組む様々な消費喚起事業や販

路開拓事業等に対して支援を行っていく予定で

ありますので、それらを活用していただき、ＥＣ

サイトの開設等に取り組んでいただければと考
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えております。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 成澤和音議員。 

○１６番（成澤和音議員） まず、簡潔な御答弁あ

りがとうございました。もうちょっといろいろ踏

み込んで御答弁いただけるのかと期待していた

ところですけれども、少し前に遡りますが、市長

の公約で地域商社をつくっていろいろ売り出し

ていくんだと。売り出すかは分からないですけれ

ども、そういった取りまとめるところが必要だと

いうところで、今回ＮＰＯ法人米沢伝承館が今ま

で行っておりました。このたび、道の駅に地域商

社機能を移していく。私はそういったところが取

りまとめて米沢の物産販売ができないかと思っ

ているわけなのです。 

  確かに、私も見たところ、先駆的なところは事

業撤退しておりますが、あまりにも早過ぎたとい

うというところで、今回のコロナ禍の影響を考え

ていない。もう今、本当にちょっとでもいいから

売上げを上げたいのですよ。それを後押しできな

いかというところで、そういったところの発想を

持ってほしい。過去の事例を参考にするのではな

くて、今この状況を考えて動いてもらいたいとい

う意味で質問させていただいたところでござい

ます。道の駅のその地域商社の機能というのはど

うなっておりますでしょうか。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 議員ただいまお話しされたよ

うに、売場、要するに販路というのは様々なもの

があったほうが、少しでも多くあったほうがよろ

しいかと思います。ただ、そこに対して費用対効

果とかお店の努力とか様々なものが入ってきま

すので、その辺につきましては、やはり支援でき

ることはしっかり支援してまいりたいと考えて

おります。 

  そういった中で、道の駅米沢の運営会社であり

ますアクセスよねざわ、こちらで地域商社として

の取組の中で、ＥＣサイトを整備していくという

ことで今、市でも支援しております。この支援の

内容としまして、今年度はウェブサイトを起点と

しました売上拡大を目的とした道の駅米沢公式

サイトのオンラインショップ、ＥＣサイトのリニ

ューアルの支援をしております。この４月に公開

を予定して目指しているところでございまして、

こちらに独自のＥＣサイトを展開して、それと併

せて大手モール型サイトへの展開も今後検討し

ているという状況であります。それらに対して、

米沢市の様々な個々のＥＣサイトとの連携が図

れないかということを検討していきたいと考え

ております。 

○鳥海隆太議長 成澤和音議員。 

○１６番（成澤和音議員） 私が考えていたのは、

２パターンあるかと思うわけなのです。まず、第

一としては、道の駅みたいなところ、有名なとこ

ろが市外に売り出していく。もう一つとしては、

米沢市内の循環を目指す。地産地消と地産他消と

いう言葉が先日代表質問でも上がりましたが、恐

らく道の駅に関しては地産他消のほうで頑張っ

ていくのかと思うわけなのです。 

  一番重要なのは、やっぱり自社サイトのホーム

ページで売り出すのももちろん悪いとは言わな

いですけれども、今やっぱり本当に主流になって

いるところ、大手のＥＣサイト、ショッピングモ

ールへの出店がやはり重要なのかと。要するに市

場規模ですよね。７万人、８万人の市場規模でや

るよりも、１億人の市場規模で売っていく、何と

か売上げを上げて利益を確保していくというと

ころも重要になってくるのかと思うわけでござ

います。 

  ぜひともここは同時並行で頑張っていただきた

いと思いますが、ちなみにこの道の駅の業務委託

内容と、要するにどんな商品を、販売するだけな

のか、取りまとめていってくれる委託なのか。あ

と、プラスこの委託料に関してどれくらいで考え

ていらっしゃるのか伺いたいと思うのですけれ

ども、いかがでしょうか。 
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○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 今現在立ち上げの準備中とい

うことで、そういった詳細についてはこれから詰

めていくところでございますけれども、基本的に

はやはり自社サイトの運営を主に考えておりま

すので、そちらの中で売れる商品、そして地域の

商品を発信していただきたいと考えています。特

に、米沢市内の様々な物品・物販商品がございま

すので、そういったものの紹介にも努めていただ

きたいと我々は思っております。 

○鳥海隆太議長 成澤和音議員。 

○１６番（成澤和音議員） 当たり前かもしれませ

んが、つくるところにお金を出すだけで、はい、

行政終わりですではないんですよ。一番の目的は

売ること、売って利益を上げるためにその一つの

手法として委託というのを考えてもらいたい。要

するに、ホームページをリニューアルするから補

助、支援を出すではなくて、本当に米沢のものを

売るのであれば、例えば１件、この米沢の商品を

販売することによってかかる手数料であったり

とか、送料を負担するというような、その委託で

はなくてそういった支援をすること。何が言いた

いかというと、今だからこそ企業の利益を確保で

きるように私は取り組んでいただきたいと思う

わけなのです。 

  ここで一つ紹介させていただきますけれども、

私も市内であちこち回っていると、今は結構個人

でもＥＣサイトを立ち上げていらっしゃる方が

ちらほらとおりまして、お話を伺ったところ、起

業してたった３年で売上げ３億円まで伸ばした

人がおります。やっぱりそういった方を私は使わ

ない手はないのではないかと思うわけなのです。

素人がホームページ、もちろん作ってやることは

できるかもしれませんが、それをうまく活用でき

るかと言われると正直難しい。であれば、本市で

もそういうふうに取り組んでいらっしゃる方に

アドバイスをもらいながら、どうやったら売れる

のか、そこら辺を私は練っていく必要があるので

はないかなと思いますが、そういった何かアドバ

イザー的な方はいらっしゃるんでしょうか。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 市単独ではなく、経済団体等

とも様々な事業者の支援活動を行っております。

そういった中でそういった先進事例をお持ちの

方、そういう方たちの知識や経験を活用させてい

ただくことが大事かと思いますので、そういう

方々を講師に迎えて、研修会とか様々な講習会を

行うとかで事業者の方にも学んでいただき、そし

て取組意欲を醸成していきたいと考えておりま

す。 

○鳥海隆太議長 成澤和音議員。 

○１６番（成澤和音議員） すごく奥が深い、物売

りって簡単に見えますけれども、その方の話を聞

くと、到底ではないですけれども難しいと感じた

ところです。何かというと、やっぱり在庫管理で

あったり、どうやったら売れるんですかといった

ら、やっぱり一番は評価が重要だと。その評価を

下げないためにこういった取組をやっているん

だよ、もう注文を受けて当日発送しているんです、

もう翌日の朝まで発送しているんですとか。あと、

その方、売上げ３億円ぐらいになりますと、１日

の取引1,000件ぐらいですよ。それをどうやって

さばくのかというところも考えていかないとい

けないですし、その人いわく、片手間ではできま

せんと。こっちをやりながらＥＣもやりますでは

失敗しますよと。本気にならないとここの市場で

はライバルがいっぱいいるわけですから、勝ち残

るためには本気にならないと駄目です、そういう

アドバイスをいただいております。だから、道の

駅でももちろんいいとは思いますけれども、片手

間ではなくて本気になって取り組んでいけるよ

うなそういった支援をぜひとも期待したいと思

うわけです。 

  今、正直言うと、マーケットがすごく多岐にわ

たっていまして、私もついていけない部分がござ

います。例えばＥＣサイトを見てみると、ライブ
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配信販売会をしたりとか、自分も年取ったのかと

正直感じるようなところですし、ある方に聞いた

ところ、商品のＰＲをするには大手広告代理店に

依頼するよりも、ユーチューバーに依頼したほう

がいいと。確かにユーチューバーで１日40万再生

とか、１週間で300万再生がある方もいますし、

子供にこのお菓子が欲しい、このユーチューバー

が紹介していたと、買ってきてと言われたことも

ありました。時代の波というのはすごく今変わっ

ている。それについていけるような人材が一番重

要かなと思うわけです。 

  ちなみに、この道の駅の業務委託の目標という

のは決めていらっしゃいますか。さっきも言った

とおり、つくって終わり、そんなわけではないで

すよね。売上げでもいいですし、件数でもいいで

すし、そういった目標は設定されていらっしゃる

んでしょうか。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 地域商社ということで今回ア

クセスよねざわにお願いしている部分につきま

しては、地域商社の立ち上げとロードマップを作

成すること、そしてそういったものに対応できる

人材育成、そして生産から販売までのマーケティ

ング、販路開拓をお願いしているところでござい

ますけれども、具体的な目標数値というのはこれ

から設定していきたいと思っておりますけれど

も、とにかく今お願いしておりますのが、市内の

様々な公益団体として取り組んでいただきたい

ということで、公益事業ということで取り組んで

いただきたいので、市内の様々な物品に注目して

ほしいということでお願いしているところでご

ざいます。 

○鳥海隆太議長 成澤和音議員。 

○１６番（成澤和音議員） 公益と言われるとやっ

ぱり難しい。先ほど自治体で先進的なところで、

その商品のピックアップ等々がございまして、な

かなか公益性を担保できないというところの話

はございました。これ以上は今は踏み込まないよ

うにいたしますけれども、やっぱりそこら辺を考

えてやっていただきたいと思うところです。 

  それで、目標設定なしにこれを委託するという

のはどうかと思います。早急にある程度の目標を

設定して、そこの解決に向けた業務委託ですよね。

私もうちょっと上の答弁も入ってくるのかと期

待はしていたので、私の目標設定で話しさせてい

ただきますと、日本国内のＥＣマーケットに出店

して売上げを上げるのはもちろんですけれども、

もっとその上を目指してもらいたい。いや、本当

に大げさな話を言うと、海外のＥＣサイトまで出

店できるようなノウハウを積み重ねていってい

ただきたい。日本国内だって人口減少になります

し、であればそこの海外に向けて昔より輸出のハ

ードルが大分ＥＣによって下がってきたからこ

そ、米沢の物を海外に目を向けて販売していくと

いうところもぜひとも考えてもらいたいという

のが私の目標設定であったわけなのです。そこら

辺も視野に、これからぜひ取り組んでいっていた

だければと思います。 

  もう一つ話していました米沢市内のマーケット

のほうに移らせていただきたいと思いますが、私

もこのコロナ禍でいろいろ地元志向というのが

大分高まったなと思う反面、知らないことが非常

に多かった。要するに知らない企業が多かった。

その企業がこんな商品を売っているんだとか、ど

れぐらいの価格で売っているんだ、そういったこ

とを本当に知らないと感じたところです。友人が

商売していても興味を今まで持たなかったけれ

ども、こんなものを売っていたんだと知って初め

て買うチャンスが生まれるわけなのです。そこを

もっと広げていくために米沢のモール、紹介とい

うのをもっとしていかないといけない。建設会社

がどれぐらいあるのかも分からないですし、こう

いった家も造っている。例えば米織だって何社あ

るのか分からない。それは、公平性に欠けますか

ね。もうＰＲですよ。米沢の地場産企業でこうい

った商品を取り扱っています、そこをやらないと、
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私も分からなかったことが、ほかの市民にも分か

るかと言われると難しいと思うわけなのですよ。

だから、米沢市内の米沢モールというような、名

前は仮称ですけれども、一番は広告、ＰＲのため

に私は重要なのかと思ったところですが、改めて

どうですか。いかがですか。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 確かにまだまだ米沢、地元の

お店のことが知られていない、情報の発信が十分

できていないという事実があるかと思います。そ

ういったものはありますが、やはりお客様目線で

考えなければならない部分が多いかと思います。

当たり前の物をただ単に紹介するものでは駄目

だと思っております。そこに何らか他との差別化

が可能な魅力あるサービスや魅力ある商品、そう

いったものが発信する価値があるかとも思って

おりますので、そういったものを磨くために我々

は事業者の方に様々な形で努力をお願いしなが

ら、また支援をさせていただいているところでご

ざいます。 

  先ほどお話がありましたけれども、インターネ

ット通販をやる限りは、やはり海外も当然視野に

入れてやるべきだとは私どもも思っております。 

  以上です。 

○鳥海隆太議長 成澤和音議員。 

○１６番（成澤和音議員） 一方で、やっぱり餅は

餅屋かと思う部分がございまして、米沢伝承館も

いろいろ頑張っていらっしゃいましたけれども、

やっぱり製造の方にＰＲしてくださいとか言っ

ても、できないものはできないのですよ。パソコ

ン操作すらもやっぱりできない方もいらっしゃ

る。そこにどこか一つ間接的に関わっていいもの

を作っている。それをよく紹介できるところが私

は必要だと思っているのです。いい製造業者がよ

く発信できるかと言われると難しいのですよ。だ

から、必要だって。それの受皿が私は重要なのか

と感じております。 

  もうちょっと未来の話をしたいと思ったのです

が、残念な御答弁でしたので、改めてこちら伺い

たいと思うところでありますが、今米沢市内の若

手経営者、非常に頑張っております。例えばこの

マスクを作ったびしゃもんプロジェクトだって

米沢市内の若手の経営者ですし、米沢テイクアウ

ェイをやったのも米沢の若手経営者です。私の知

り合いの中でも、オフラインみたいなので販売会、

要するに事業費をかけずにこういった商品があ

りますよと発信する、本当に内輪だけの取組とか

もいろいろアイデアを出しているところがたく

さんあります。 

  産業部長も副市長も市長も御存じだと思います

けれども、いろいろ御提案をもらっていますよね。

そういったところに、それもいいけれども、こう

いったこともできないかと発信して、総合商社と

いうわけではないですけれども、そういった機能

をつくるような、組織をつくるような取組も私は

重要なのかと。そこから派生させて民間で頑張っ

てと、きっかけをつくらないと難しいですよ。そ

のきっかけを行政が今、この苦労しているときだ

からこそきっかけをつくる。それすらも民間に任

せていたら、この米沢は終わります。苦しいです

よ、本当に。だから、きっかけをつくってもらい

たいと思いますが、最後に、ぜひ、記憶に残る名

言をお願いしたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 当然ながら、我々産業部とし

まして、市全体でですけれども、事業者の方にも

うけていただく、それが非常に大事なことだと思

っています。そのためには何をすべきかというこ

とを我々常に検討しておりまして、経済団体や各

機関・団体と連携を図りながら、しっかりとその

手法を、どういったことが最も効果的なのか、そ

して、将来に向かって意義のある取組なのかを検

討して、なすべき支援をしっかりと対応していき

たいと考えております。 

○鳥海隆太議長 以上で16番成澤和音の一般質問を
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終了し、暫時休憩いたします。 

 

午前１０時３０分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１０時３１分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、令和３年産米の生産量の目安について外

２点、19番古山悠生議員。 

  〔１９番古山悠生議員登壇〕（拍手） 

○１９番（古山悠生議員） おはようございます。

明誠会の古山です。 

  2021年も３月に入りましたが、雪が解ければ春

が訪れ、今年も種まきの季節がやってきます。稲

作は縄文時代後期に日本に伝来したと言われ、そ

れ以来、日本人は土地を切り開き、水を引き、農

地を拡大してきました。また、品種や農機具、農

業技術の改良を重ねることで米の増産に成功し、

人口を増加させ、人々の暮らしを豊かにしました。 

  そして、農業は政治と密接に関わり、政策も時

代とともに変化してきましたが、2018年は日本農

業にとって大きな転換期を迎えました。減反政策

の廃止です。1970年以降、50年近く続けられた国

による生産数量目標の配分がなくなり、生産者自

らの経営判断で需要に応じた生産ができるよう

になりました。こうした中、自治体やＪＡ、農業

委員会、農家などで構成され、米の需給調整を行

い、地域農業の振興を目的とする農業再生協議会

の役割が重要になってきています。 

  2018年からは国に代わり、それぞれの自治体の

農業再生協議会が生産の目安を示すようになり

ましたが、都道府県によっては大消費地に近いメ

リットや強いブランド力を生かすなど、米の作付

を増やす地域と減らす地域に分かれ、売れる米を

作っている地域とそうではない地域との格差が

顕著になりつつあります。 

  その一方で、日本全体の令和３年産米の需給見

通しについては、令和２年産米の需要減少に見合

った作付面積の削減が進まず、さらには新型コロ

ナウイルス感染症の影響等による消費減退も加

わり、在庫の過剰に直面しています。需給と価格

の安定を図るために、令和３年産の主食用米につ

いては、農林水産省によると、全国で過去最大規

模の6.7万ヘクタールもの作付転換が必要とされ

ています。この影響は当然、本市の生産の目安に

も影響を与えるものと考えますが、令和３年の本

市の水田面積に対する主食用米の作付面積の配

分率は幾らか。また、設定するに至った考え方を

お伺いいたします。 

  続いて、本市の豚熱に対する対応についてお伺

いいたします。豚熱はかつて豚コレラとも呼ばれ、

1992年以降、日本では確認されていませんでした

が、2018年に岐阜県で26年ぶりに感染が確認され

ました。本県においても、昨年12月に鶴岡市の養

豚場で飼育豚の感染が確認され、また同月には小

国町で野生イノシシの死骸から豚熱のウイルス

が確認されました。いまだに全国で断続的に発生

し、新型コロナウイルスと同じく収束の兆しが見

られません。 

  この豚熱は、人体に感染することはなく、感染

した肉や内臓を食べたとしても人体に影響はあ

りませんが、この豚熱は感染力が強く致死率が高

いため、感染が確認されると飼育豚の殺処分や畜

舎の徹底した消毒が必要になるなど、飼育農家に

大きな打撃を与えます。さらには、本市で生産さ

れる豚肉はブランド肉として認知されており、風

評被害も懸念されます。また、米沢食肉公社の屠

畜数の大部分を豚が占めていることを考えれば、

この豚熱の対応は本市にとっても重要な課題で

あると認識しておりますが、本市の豚熱への対応

はどのようなものであるのかお伺いいたします。 

  最後の質問です。来年度より行政のデジタル化

に本市もついに本腰を入れて取り組まれますが、
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農業分野においてもデジタル化やスマート化が

望まれております。農業従事者の高齢化や労働力

不足などの課題を解決し、農業を成長産業とする

ためにはロボットやＡＩ・ＩｏＴなどのデジタル

技術の活用を進め、データ駆動型の農業経営を実

現し、消費者ニーズに的確に応えた価値を提供し

ていくことが不可欠で、従来の営農体系に単にデ

ジタル技術を導入するのではなく、デジタル技術

を前提とした新たなる農業への変革（デジタルト

ランスフォーメーション）を実現することが期待

されています。 

  農業のデジタル化、いわゆるスマート農業の分

野は多岐にわたりますが、自動飛行ドローンによ

る農薬散布やロボットによる自動収穫などの農

作業の省力化や労力の軽減を図るものや、圃場の

状況を撮影したり、センサーで計測したりして集

めたビッグデータを解析し、効率的に水分や肥料

を与え栽培管理するものもあります。また、ＡＩ

やＩｏＴの活用により、新規就農者向けの技術や

ノウハウをシステム化して提供することもでき、

農業の経験や知識がない人でも農業に従事でき

ることで、人材不足の解決につながります。私た

ちが子供の頃には考えられなかったような技術

が続々と開発され、各地で実践されています。 

  しかし、この分野において本市の取組は残念な

がら進んでいるとは言い難い状況です。そこで、

スマート農業を推進する必要性を本市はどのよ

うに認識しているのか。また、支援策はどのよう

なものであるのかお伺いいたします。 

  私の壇上からの質問は以上です。御答弁をよろ

しくお願いいたします。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

  〔菅野紀生産業部長登壇〕 

○菅野紀生産業部長 私から、１、２、３について

お答えいたします。 

  初めに、１の令和３年産米の生産量の目安につ

いてお答えいたします。 

  初めに、本市の令和２年産米の取組状況であり

ますが、山形県農業再生協議会より示された本市

の生産の目安は、米の生産量１万3,295トン、面

積換算で2,261ヘクタールでありました。それに

対する実績でありますが、水稲作付面積2,142ヘ

クタール、数量ベースで１万2,580トンとなり、

示された目標に対して面積で119ヘクタールの超

過達成となりました。 

  これは、これまで転作を本作とし取り組まれて

きた農業者の皆様の高い意識の表れであるとと

もに、転作作物として取り組んできた大豆、ソバ

などの転作作物の販路が確立されていることや、

大規模酪農家の規模拡大による飼料作物作付面

積の拡大も要因の一つであると考えております。 

  令和３年産米につきましては、コロナ禍による

全国的な米の消費低迷等により、民間在庫量が大

幅に増加することが懸念されるため、全国的に大

幅な主食用米の作付転換が必要となり、県農業再

生協議会から示された生産の目安は面積で2,186

ヘクタールであり、前年と比較してマイナス75ヘ

クタールと大幅な減となりました。 

  しかしながら、本市の需給調整への取組は、こ

れまでの農業者の皆様の御協力により超過達成

している状況であることから、今年２月１日に開

催されました米沢地域農業再生協議会総会で検

討した結果、令和２年産米と同等な作付を行って

いただければ十分に達成できる範囲であると判

断し、本市の令和３年産米の主食用米の作付率を

前年と同様の65％にすることに決定し、農業者の

皆様に対し提示させていただいたところであり

ます。 

  次に、本市の豚熱への対応についてお答えいた

します。 

  国内の豚熱につきましては、平成30年９月９日

に岐阜県の養豚農場におきまして、平成４年以来

26年ぶりに発生しました。それ以降、山形県を含

む11県において発生しております。また、平成30

年９月13日以降、山形県を含む23都府県におきま

して、野生イノシシから豚熱の陽性事例が確認さ
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れています。 

  令和２年９月９日に会津若松市で野生イノシシ

の豚熱陽性が確認されたことで、農林水産省より

山形県と宮城県が豚熱ワクチンの接種推奨地域

として追加指定を受けました。山形県の対応とし

ましては、９月29日から野生イノシシの陽性が確

認された福島県に近い米沢市より第１回目のワ

クチンの接種が開始され、10月５日の企業養豚農

場の接種をもって、出荷前20日以内の肥育豚と哺

乳豚を除いて全頭終了しているところです。11月

10日以降は、第２回目のワクチン接種が開始され、

現在も継続して実施されております。 

  ワクチン接種推奨地域に指定されたことで、定

期的に家畜防疫員による接種を行う必要があり

ます。接種は、子豚は生後30日齢に１回、繁殖豚

は４回の接種が必要となり、２回目は６か月後、

３、４回目は１年ごととなっており、ワクチンを

接種していない地域からの導入豚は、導入後直ち

に接種することになっております。 

  本市の養豚事業者における対策といたしまして

は、令和元年度にネットや防護柵の設置を行って

おります。なお、令和２年３月に家畜伝染予防法

が改正され、侵入防止柵の設置が義務づけられた

ことから、県置賜家畜保健衛生所において、各農

場の巡回点検を実施し、その際、指摘のあった箇

所については、再整備を実施し、適切な管理を行

っております。 

  次に、スマート農業の推進についてお答えいた

します。 

  農業分野においても、高齢化や後継者不足など

による労働力不足が課題となっております。特に

高齢者や女性農業者にとっては重労働となる作

業も多く、近年、ＡＩやＩＣＴといった先端技術

を使った省力化や自動化、いわゆるスマート農業

が全国的に推進されております。 

  本市といたしましても、これからの農業を持続

していくためには、省力化等に有効なスマート農

業を取り入れていくことは必要であるとの認識

から、令和元年度より市単独事業である未来を拓

く農業支援事業において、先端技術を活用した機

械等の導入に対する支援ができるように改正し

たところであります。 

  本事業により、現在まで６台の防除用ドローン

導入に対して活用いただいており、これまで動力

噴霧器等で行っていた病害虫防除等の労力軽減

に寄与しているところであります。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 古山悠生議員。 

○１９番（古山悠生議員） 御答弁ありがとうござ

いました。 

  まずは、令和３年産米の生産の目安についてか

らお伺いしたいと思います。御答弁によりますと、

県の農業再生協議会からの主食用米の生産の目

安の面積が減少しているものの、昨年度の実績で

は約119ヘクタールの耕作地が転作超過になって

いるために、十分に達成できるだろうということ

で、配分率は据置きになったと理解しました。令

和３年産についても、昨年と同等の作付になれば、

県からの配分率が減ったとしても、恐らく転作が

超過するのではないかと推測するわけですが、そ

の点を踏まえて次の質問をしたいと思います。 

  今回、議長の許可を得て、昨年11月に農林課で

実施したアンケートの様式を配付させていただ

きました。まず、このアンケートの趣旨・目的は

何だったのかを教えていただきたいと思います。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 こちらのアンケートにつきま

しては、国が需給調整に関与しなくなった趣旨の

一つとしまして、産地自らが市場の動向を把握し、

需要に応じた米作りを行っていくことを目指し

ておりまして、また、県の農業再生協議会が示し

ます生産の目安につきましても、実施期間が当面

の間となっておりますことから、今後を見据えま

して、農業者の主食用米の作付に対する考えを把

握し、今後の配分率などの検討材料とするための

アンケートを実施したものでございます。 
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○鳥海隆太議長 古山悠生議員。 

○１９番（古山悠生議員） このアンケートに答え

られた農家の方には、この結果が令和３年産米の

生産の目安に反映されると思った方もいらっし

ゃったようです。でも、そうではなくて、これか

ら、本市の米生産の方針、方向性、そういったも

のに反映されるということですので、今後の施策

にぜひ生かしていただきたいと思います。 

  そこで、お伺いしたいのですが、今後も転作が

超過した状態が続く場合、このアンケートの設問

３にもありますように、転作が超過した分を他の

市町村に配分するぐらいならば自分たちで作り

たいという声が農家から出てくるのはある意味

当然だと思います。そして、私が住んでいる六郷

町北部のような水はけがあまりよくないような

土地では、どちらかというと畑作に向いていない

ような土地もありますので、今後、耕作地の条件

やそういった農家の意欲に合わせた柔軟な作付

に変えていくような、そういったことも検討する

必要があるのではないかと思っております。 

  そこで、これは農業委員会会長にお伺いしたい

と思いますが、農業委員会でこれまで転作が超過

した分の取扱いについて議題や話題になったこ

とがあったのか。また、伊藤会長自身も稲作農家

でありますので、この点について個人的な見解で

も構いませんので、お考えをお聞かせいただけれ

ばと思います。 

○鳥海隆太議長 伊藤農業委員会会長。 

○伊藤精司農業委員会会長 生産の目安の一律配分

につきましては、主食用米の転作面積が目標とす

る面積を超過しているため、農業委員会の定例総

会において、複数回話題に上がっているところで

ございます。 

  過去には、超過した面積を他市との地域間調整

を行い譲渡した経過もございますが、本市で耕作

できる面積については本市の農業者が耕作し、次

年度以降、山形県の再生協議会から配分される生

産の目安が減らされることのないように対応す

べきだということが農業委員の間では出ており

ました。 

  私も一農家でありますが、主食用米の耕作意欲

は、平たん地あるいは中山間地に位置する農地で

あるなど、水田の条件や営農類型などにより異な

ってまいりますので、各農家の実情に合わせた主

食用米の耕作面積の配分について、今後、市の農

業再生協議会の中で不公平感が生じないように

慎重に議論を進めていく必要があるのではない

かと考えているところです。 

  以上です。 

○鳥海隆太議長 古山悠生議員。 

○１９番（古山悠生議員） ありがとうございます。

実際、そういった声が現場からも上がっているよ

うですが、この点については農家によって様々な

考え方があると思います。これまで転作に協力し

てきたことによって米価の下落を防いできた面

もありますし、転作作物の栽培体系が確立してい

ることで、水田に戻すことが難しい土地もあるか

もしれません。でもしかし、先ほど産業部長も壇

上でおっしゃいましたけれども、農家自身が経営

感覚を持って、国際的競争力を高めるために減反

政策が廃止されたことを考えれば、今後これまで

のように国や自治体の方針に従うだけではなく、

自ら米の生産量を決め、ビジネスチャンスを的確

に捉えて大きな収益を得られるように、市内一律

の配分ではなく、需給のバランスを取りながら、

農家の意欲や農地の条件に合わせた言わばオー

ダーメード型の配分に変えていくべきだと思い

ますが、この点についてどのようにお考えか、改

めて産業部長にお聞きしたいと思います。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 このたび行いましたアンケー

ト結果から、議員お述べのとおり、主食用米の生

産に意欲のある農業者の方が多いことが分かっ

たところでございます。現在、本市におきまして

は、生産の目安におきまして、その配分は作付面

積の多い少ないにかかわらず一律配分としてお
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ります。このたびのアンケートを踏まえまして、

一律配分から作付意向に沿った配分ということ

も考慮していかなければならないかと考えてお

ります。この作付意向に沿った配分としていくた

めには、地域や個人といった様々な方々から検討

しなければなりませんので、今後も農業者の皆様

から御意見をいただきながら、しっかりとした検

討を行ってまいりたいと思っております。 

○鳥海隆太議長 古山悠生議員。 

○１９番（古山悠生議員） ぜひよろしくお願いし

ます。農家や地域ごとに配分を変えるとなると、

事務的手続が煩雑になることが予想されますが、

今後ＡＩやＩｏＴを活用していけば、需給の動向

や土地の条件、収量、そういったものを加味して

作物の最適な作付を配分することも可能になる

と思います。ですので、そういった農業行政のデ

ジタル化の面からもぜひ前向きに検討していた

だきたいと思います。 

  続いて、豚熱への対応についてお伺いしたいと

思います。 

  ワクチン接種については一通り終了したという

ことで一安心したところですが、このワクチンを

接種したとしても、十分な抗体を得られるのは統

計上８割と言われ、実際にワクチンを接種した県

でも感染が確認されており、まだまだ予断を許さ

ない状況だと思います。 

  また、この豚熱は野生イノシシが媒介者となる

ことが知られており、先ほど壇上からもありまし

たが、隣県の会津若松市や同じ置賜地方の小国町

で発見されたイノシシの死骸から豚熱のウイル

スが確認されています。本市においても、近年イ

ノシシが人里まで下り多数目撃されていますが、

もし仮に市民の方が野生イノシシの死骸を見つ

けた場合、この場合の通報先はどこになるでしょ

うか。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 市民の皆様が動物の死骸を発

見した場合につきましては、市に連絡をいただき

まして、市が対処することとしております。 

○鳥海隆太議長 古山悠生議員。 

○１９番（古山悠生議員） それで、その後、県等

の関係機関に連絡されて、所定の措置がなされる

ということでよろしいでしょうか。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 その対象物が野生イノシシだ

った場合につきましては、市から置賜総合支庁の

環境課を通じまして、置賜家畜保健衛生所に連絡

がなされます。そして、県の獣医師により豚熱抗

体検査のための検体採取が行われます。その後の

死骸につきましては、市が適正に処理しておりま

す。 

○鳥海隆太議長 古山悠生議員。 

○１９番（古山悠生議員） 一般市民の方がイノシ

シの死骸を見つけるという可能性は低いとは思

いますが、やはりゼロではありませんし、豚熱の

感染拡大防止のためには、やはり市民からの協力

も必要不可欠だと思います。豚熱を身近な問題、

身近な危機であることを市民の方にも認識して

もらって、適切に対応していただくためにも、こ

の点について、市報やホームページ等々で情報や

対応方法、注意事項についても周知していくべき

だと思いますが、その点についてはいかがお考え

でしょうか。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 議員御指摘のとおり、市民に

対する周知が必要だと我々も思っておりまして、

これまで野生イノシシに関するものについては

行っておりませんでしたので、新年度５月の広報

よねざわに掲載して周知を図りたいと思ってお

ります。 

○鳥海隆太議長 古山悠生議員。 

○１９番（古山悠生議員） ぜひよろしくお願いし

ます。 

  最後に、スマート農業推進についてお伺いした

いと思います。本市独自の支援策としては、未来

を拓く農業支援事業があるとのことでした。先ほ
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ど、ドローンの事例も御紹介いただきましたが、

そのほかにもどのような相談があったのか。また、

今後の対応についてどのようにお考えかをお聞

かせいただきたいと思います。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 ドローン以外に、最近では女

性農業者の方の重労働の軽減が図れるアシスト

スーツ、こちらの相談がございましたので、これ

につきましても導入支援ができるように検討し

たいと考えております。 

○鳥海隆太議長 古山悠生議員。 

○１９番（古山悠生議員） 今のお話をお聞きする

と、高額な機械やシステムよりも、アシストスー

ツのような比較的安価なものが現状では望まれ

ているのではないかと思います。一方で、スマー

ト農業という言葉を知っていても、実際にそれが

どういうものなのか、それが実際にどういった効

果をもたらすかということが実感として農業者

の方が得られていないのではないかと思ってお

ります。 

  また、近年では、農業の分野で農業のデジタル

化を背景に、理工系の学生のそういった人材が求

められています。本市においては、山大工学部が

あって、米沢工業高校もあります。そういった人

材を活用していくためにも、しっかりとそういっ

たスマート農業の情報の提供やニーズ把握、そう

いったことをしていく必要があるかと思います

が、その点についていかがお考えでしょうか。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 議員御指摘のように、スマー

ト農業、一口で言っておりますけれども、アシス

トスーツやドローンのようなものから、相当費用

を要するものまでございます。また、活用する場

面も、稲作や園芸、畜産など、省力技術から管理

等多岐にわたるために、実際に農業経営におきま

してどのような活用ができるのか、農業者の方々

も十分理解できない部分があるかと思います。そ

ういった意味で、こういった情報をしっかりとお

伝えするような方策を検討していきたいと考え

ております。 

○鳥海隆太議長 古山悠生議員。 

○１９番（古山悠生議員） ぜひよろしくお願いし

ます。時間が余りますが、最後の質問にさせてい

ただきたいと思います。 

  農業は保守的で技術革新が進みにくいイメージ

がありますが、例えば田植機を考えてみますと、

私の父親が子供だった頃は完全な手作業で一家

総出、村中総出の重労働でした。それが1960年代

に入って歩行型の田植機が登場しました。その後、

それが乗用型になり、そしてそれが今では自動式、

全自動式のものも登場してきております。こうい

った田植機、それをその都度農家は自己資金で購

入してこなければなりませんでした。これはトラ

クター、コンバイン、その他もろもろの機械も同

様です。こういった機械を購入する金銭的負担が

やはり非常に大きくて、この農業の後継者不足と

いった点にもそういった意味では大きな課題に

なっていると思います。 

  今後、そういった農業機械は、個人の農家で所

有するのではなくて、法人や地域、そういった集

団でシェアして使うような、そういった時代にな

ってくるのではないかと言われております。また、

ＡＩやＩｏＴなどの活用によって蓄積されたデ

ータやノウハウは、やはり市内誰でも使えるよう

なものにならなければならないので、そういった

意味では言わばインフラとして自治体、行政がし

っかりと後押しして整備していく必要性がある

と思います。 

  また、インフラといえば、大型機械や最新機械

の性能を最大限に発揮するためには、やはり基盤

整備、土地改良、そういったものが必要不可欠で

あり、また農業行政のデジタル化や手続のオンラ

イン化、そういったものも当然必要になってきま

す。そのため、今後ますます行政がスマート農業

推進に対して主体的に関与していく必要性があ

ると思うわけですが、最後、中川市長にこの点に
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ついてどのようにお考えであるかお聞きして終

わりたいと思います。 

○鳥海隆太議長 中川市長。 

○中川 勝市長 今、議員御例示されましたように、

今日までの農業経営というものは、一時期から一

つは機械化と、あとはそういった機械化によって

大規模な圃場というものが必要になってきてい

るというところで、本市としましても例えば窪田

や上郷、塩井の大規模な圃場整備もやってまいり

ました。機械化に対応できるようにということも

ありますし、またどんどんどんどんと、農業だけ

ではないのですけれども、特に農家の高齢化が進

んでいると、こういった状況にもあるわけであり

ます。そういった中において、社会全体のデジタ

ル化が進んでいく中で、農業のデジタル化、すな

わちスマート農業というものにどう行政も関わ

って取り組んでいくかということは、これからの

農業を振興する上で非常に重要な課題になって

くるのであろうと思っております。 

  実は、大分前になりますけれども、このスマー

ト農業の取組について、例えば一番の関係機関・

団体といえばＪＡでありますので、どの程度進ん

でいるんだということで、組合長とお話をした経

過もございます。いろんな面で取り組んでいると。

そして、農業者の皆様からは、やっぱりこれは個

人でそういった機械を導入するというのは非常

にこれからはもっともっと厳しくなると。だから、

そういったものの法人化なり、集団化というもの

も必要になってくるということでありますので、

そういった対応についても行政がどう関わって

いくか。あるいは、ＪＡとの協議の上で、やっぱ

りそういった機械を今後法人化でそろえるのか、

それとも貸出用的なものでどう取り組んでいく

かということなんかも、これは連携しながら私は

米沢市の中でも考えていかなければならないの

かと思っておるところであります。 

○鳥海隆太議長 以上で19番古山悠生議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午前１０時５９分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１１時０９分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  一つ、斎場の管理運営体制の強化と建て替えに

ついて、２番影澤政夫議員。 

  〔２番影澤政夫議員登壇〕（拍手） 

○２番（影澤政夫議員） おはようございます。 

  本日も多数の市民の皆さんが議会傍聴においで

いただいております。誠に御苦労さまでございま

す。本当にありがとうございます。 

  さて、本日、私の壇上からの質問は、米沢市斎

場の現状、管理運営体制、今後の建て替えに向け

てとさせていただきました。それぞれ人生を終え

られ、誰もが漏れなく人生の終えんを迎えます。

したがいまして、人の死について真剣に向き合う

とでも申しましょうか。今後、誰しも利用するで

あろう斎場、これについてまさに我が事、人の身

になって考えるといったことを大いに希求し、現

在の市立斎場について、その現状を共有し、実態

を知っていただくこと、さらには様々な課題を整

理・クリアしながら、今後の展望についても大い

に検討をしなければならないと考えております。 

  本施設については、歴然とした公設施設であり

ます。先ほど申しましたとおり、その施設の性質

上、間に合っていればそれでよしとはいかないの

もこれは当然でございます。市庁舎・市立病院建

設事業など大規模事業が始まり、今後の本市財政

のかじ取りはますます大変な状況を迎えること

とは認識しております。このような状況下におい

て、こと斎場について、県・国からの財政補助も

これは見込めない性質上、建て替えといった事業

こそ大変な決断を要する事業となるはずです。 

  もう一つ、現在の本市の斎場について、現状・



-166- 

展望を考えるとき、少子高齢化をはじめとして

2025年問題やその他様々な人口減少による課題、

そして今回の新型コロナウイルス感染症によっ

てさらに加速され、以前には思いもしなかった生

活様式の変更や情勢の変化など、十分計画に反映

し、考慮していかなければならない時期にあると

私は考えます。その上での質問とさせていただき

ます。 

  現在の本市斎場の火葬炉は、昭和46年に建設・

設置されて以降、常にメンテナンスを行ってまい

りました。メンテナンスは火葬炉の中のセラミッ

クスが２年、バーナーは５年周期で行われ、何と

か維持されてきました。しかし、火葬炉自体も含

め、経年のため本市斎場には幾つかの問題点があ

ると私は考えております。 

  そこで、大項目の１として、現状認識について

お尋ねいたします。私は現状を見る上で、その視

点として大きく３点について問題意識を持って

ございます。 

  まず、１点目ですが、本市の火葬炉には前室が

ございません。この前室がないことにより、御遺

体の御様子や御遺族のお気持ちである副葬品な

どの確認・点検ができないまま対応されています。

まれに、副葬品などが破裂するなどして火葬時間

に影響し延びてしまうことがあったり、この場で

は詳しくお話しすることを差し控えますけれど

も、もっと思わぬ事故も発生する可能性もあると

お聞きしました。つまり、火葬炉にお入れする前

に係員だけで確認できる場があれば、御遺族のお

気持ちはもちろん、火葬炉の事故も防げる可能性

が非常に高くなるということであります。そのこ

とは、御遺体の状況を十分把握し、収骨時間を想

定することも容易にし、次の火葬への流れをスム

ーズにつくることにもつながると思います。 

  ２点目です。火葬炉自体の課題になります。本

市火葬炉には過給機など、空気を調節して燃焼効

率を比較的容易に微妙に調節する装置がありま

せん。ですから、その燃焼作業はバーナーのみで

その火加減のみ、それで行われており、容易にそ

の極意を習得することはできない現状がありま

す。早急にそれら装置設置が望まれるところです

けれども、現在の火葬炉軀体設備は古く、しかも

スペースも十分にないため、改修は無理とされて

います。 

  ３点目です。お骨上げをする場所についてであ

ります。現状は、炉の入り口脇のスペースで行わ

れております。火葬前の御遺族の方々と火葬後の

御遺族の方々が会うことは、火葬後の御遺族の

方々が肩身の狭い思いをされるということにつ

いても職員の方からお聞きしました。スケジュー

ルが詰まる中、御遺族同士が混在しないよう、係

員の懸命な対応努力によって運営されているこ

とを忘れてはいけません。 

  このように老朽化した設備、現状、不十分とも

言える施設運営、構造にありながら全く問題なく

運営されている。その陰には、関連事業体職員皆

様の日常不断の御努力、卓越したスキルのみに支

えられていると言っても過言ではないと私など

は考えるのであります。この実態について、本市

としてどのように認識されておられるのかお伺

いいたします。 

  続いて、大項目２として、管理運営体制の強化

についてお尋ねいたします。 

  今まで述べさせていただきましたように、本市

斎場の全ての日常の運営に携わっている方々、一

体何人で運営されているでしょうか。皆さん、御

存じでしょうか。たった３人であります。2016年

から本市火葬炉は年平均利用者1,100人を数え、

大体それ前後で推移しております。単純計算でい

けば、毎日３御遺体の火葬が行われていることに

なるのです。これを３人で行っていることを考え

ると、その御負担は計り知れないものであると言

わざるを得ません。このままの体制であれば、少

なくとも今後もさらに大変な御負担を強いるこ

とにはならないでしょうか。 

  先ほど来、るる申しましたように、現在の本市
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火葬炉は、ハード・ソフト両面にわたり様々な課

題があります。しかし、現在の斎場とその職員の

皆さんに対する評価は非常に高く、高評価を得よ

うとする背景には、方々の努力や研さんによって

斎場を支えている紛れもない事実があることを

我々は決して忘れてはいけません。ハード・ソフ

ト両面をうまく行っている現場職員の皆さん、斎

場運営事業者を本市としてどのように認識して

おられるのかお伺いしたいと存じます。 

  また、現状においての適正な運営に関わる課題

など、事業者自助努力を明確に積算しながら、あ

るいは事業者に対して無理強いはないかなどの

確認・点検、そういったことも含めて、今後、現

状の卓越した職員の皆様のスキルをどのように

伝承し、継続的に行っていくことを本市として望

むのかも含め、具体的にお答えいただきたいと思

います。 

  私は斎場について、今のような官設民営の運営

方法について何ら異議はございません。むしろこ

の場合、事業者側の誠実な御対応について高く高

く評価しております。しかし、一方の行政として、

市立としての管理・運営、責任所在は、常々私が

申し上げているとおり、行政側の主導にあると考

えるものです。それは委託に関して、常に市民サ

ービス向上に資するものとなっているのか。その

認識を強く持ち、パートナーシップとしての委託

事業者の育成や共栄を目指し、親密な連携を常に

取っておられるのかということであります。 

  現状、本市として、かくのごとく日々運営され

ている関連事業体、そしてそこで日々対応されて

いる運営体制についてどのように認識されてい

るのか。今後の運営体制の強化を図ることを主眼

として、予算上の増額措置の可能性や考え方につ

いても併せて具体的にお聞きしたいと存じます。 

  最後、大項目３番になりますが、私としては様々

申し上げた課題解決に向けて一番の近道は、斎場

を建て替えすることが望ましいと考えておりま

す。先ほど来申し上げてきたような解決策として

はもちろん、社会的多様性による葬祭環境の変化、

喫緊の課題である高齢化など、これにより検討・

改善すべき課題は多いと思います。今後、斎場全

般、葬儀全般、考え方も含め社会ニーズをしっか

り把握していくこと、今が最も重要な時期にある

と思うのです。 

  市民の皆さん、とりわけ若い世代の皆さんは、

もしかすると斎場について関心を持っている

方々は少ないのかもしれません。しかし、市民誰

もが利用する施設であり、そのありように関わっ

ていただくことが重要であります。まずは知って

いただくこと、関心を持っていただくことが大切

です。それについても行政側から積極的に情報等

を発信することが必要であると考えますが、まず

はその一つの手段として、これらの課題を整理・

検討、共有するもの、市民はもちろん、学識者、

宗教関係者、関連事業者、若者、学生、様々な御

意見を広く求めるところから始めるべきと考え

ますが、いかがでございましょうか。 

  （仮称）斎場新築検討委員会などを早急に設置

し、様々な建築、あるいは運営手法も含め検討し

ていかなければならないと思います。その議論を

踏まえ、建て替えに向けたロードマップをぜひ前

向きに御検討、御提案いただきたいと存じます。

どうか先進的な発想をもってこの問題に具体的

に取り組んでいただきたい。切に御要請申し上げ

ながら、以上、壇上からの私の質問を終わります。

御清聴ありがとうございました。 

○鳥海隆太議長 森谷市民環境部長。 

  〔森谷幸彦市民環境部長登壇〕 

○森谷幸彦市民環境部長 私から、斎場の管理運営

体制の強化と建て替えについての御質問にお答

えいたします。 

  初めに、斎場の現状ですが、本市の斎場は昭和

46年に建築され、建築後49年を経過しております。

これまで、待合室の増築、火葬炉の大規模改修や

各種設備の改修・修繕を行い、火葬業務を行って

まいりました。 
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  また、今年度、建物の耐震診断結果を基に、待

合室棟及び渡り廊下の耐震補強工事を実施し、併

せて内外装改修と火葬炉のある斎場棟の屋根改

修を行ったことにより、建物の安全を確保すると

ともに、御利用される皆様方からの要望を受け、

待合室の一部を畳の和室からフローリングの洋

室に変更し、靴を脱ぐ必要がなく、椅子テーブル

でお待ちいただけるよう改善するなど、幼児から

高齢者、さらには車椅子の方など、どなたにも優

しく御利用いただけるよう配慮したところでご

ざいます。 

  御質問の火葬炉の現状についてですが、本市斎

場の火葬炉は、平成６年度に大規模改修を行って

おり、以後、火葬炉を構成する耐火れんがなどが

燃焼によって損耗することから、定期的な交換修

繕として４つある火葬炉を２年に２つずつ交互

に修繕を行い、これにより斎場機能を休止するこ

となく、安定継続した火葬業務を提供していると

ころであります。 

  日常の運転管理において、御指摘のありました

ひつぎに納める副葬品については、仏衣、生花、

少量の米とし、その量も最小限とするとともに、

公害防止の観点から、ダイオキシン類の発生原因

となる石油化学製品や火葬炉設備の故障原因と

なるカーボン製品、御遺骨損傷の原因となる金属

やガラス製品、爆発のおそれがあるスプレー、ラ

イター、電池などの火葬不適物、また燃焼を妨げ

る果物、書籍類などの副葬品やドライアイス、防

臭剤はひつぎに納めないよう葬祭事業者にお願

いし、御理解と御協力を頂戴していることから、

斎場職員がひつぎを開けての副葬品の確認は省

略させていただいているところでございます。 

  また、現施設は火葬炉前室や専用の収骨室はあ

りませんが、火葬時刻の予約制により、遺族が他

の遺族と交錯することのないよう配慮するとと

もに、火葬炉の稼働数を考慮しながら、円滑な流

れとなるよう努めているところであります。 

  さらに、斎場においては、ひつぎの到着後、ひ

つぎの搬送、御遺族・御会葬者の誘導、収骨容器

の確認、火葬炉の燃焼管理、収骨と案内業務のほ

か、それに伴う斎場職員の一挙手一投足、作法等

に関し、御遺族や会葬者、葬祭事業者などから注

目されることから、言葉遣いや服装はもとより、

謙虚な姿勢と礼節に心がけることが求められま

す。本市斎場は、指定管理者制度を採用しており

ますが、斎場職員の不断の努力と取組により、市

民から高い評価をいただいていると認識してい

るところであります。 

  次に、管理運営体制の強化についての御質問に

お答えいたします。 

  今後の火葬件数の見通しでありますが、現状は

毎年約1,100件前後で推移しており、国立社会保

障・人口問題研究所による日本の地域別将来推計

人口を用いた将来の死亡者数推計を参考にしま

すと、今後しばらくは横ばいが続くものと予想さ

れます。 

  本市斎場の管理運営は、平成18年度から指定管

理制度を導入しており、現在は平成29年度から令

和３年度まで５年間の指定期間の４年が間もな

く終了するところでありますが、職員３名分の人

件費を含む指定管理料につきましては、指定管理

者からのヒアリング等を基に業務の内容や量に

見合った適正な金額を積算、計上し、協定の締結

に至ったところと考えております。 

  また、令和３年度は現在の指定期間の最終年度

を迎えることから、次期協定の締結に向け、現在

の指定管理者から課題等についてしっかり聞き

取りを行い、今後の管理運営体制について協議検

討してまいります。 

  最後に、斎場の建て替えに向けた課題の解決に

ついてでありますが、現在、新型コロナウイルス

感染症対策として、御遺族や葬祭事業者に斎場へ

の入場を10名以内とすることや、待合室での飲食

の制限などをお願いし、御協力を頂戴していると

ころであります。 

  斎場の建て替えにつきましては、現在の施設が
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50年近く経過しており、議員御指摘のとおり、機

能面において他自治体の最新の斎場施設と比べ

て改善が望まれる点も少なくないことから、建て

替えの御要望があることは認識しておりますが、

今般策定を行いました米沢市公共施設等総合管

理計画個別施設計画においては、さきに答弁させ

ていただきましたとおり、今年度実施いたしまし

た耐震化等工事により、斎場施設の耐震性及び利

便性の向上が図られたことから、令和17年度まで

の基本方針として施設を維持することとしたも

のです。 

  議員から御提案のありました様々な検討課題の

把握、解決に向けた学識者、宗教関係者、事業者、

市民等による検討委員会につきましては、地域の

文化、慣習なども踏まえたこれからの斎場の在り

方や、斎場に求められる機能などについて関係者

の意見を聞くとともに、全国の斎場の最近の更新

事業の進め方を研究しながら、市民ニーズの把握

に努めることが重要であると認識しております

ので、将来、斎場施設更新の検討を進める際には

設置が必要であると考えております。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 影澤政夫議員。 

○２番（影澤政夫議員） 御答弁ありがとうござい

ました。 

  私このたび、話はちょっと違うのですけれども、

よわい63歳でございます。私のみの考え方、捉え

方ではどうかということもございまして、たまた

ま非常に若い20代、それから19歳の大学生お二人

に御協力いただきまして、この斎場問題について

いろんな議論をさせていただきました。本質問内

容につきましても、十分彼らとお話しした上でと

いうこと、まず前提として申し上げておきますけ

れども、要はそのお二人、たまたま今回御縁があ

ってお話しできたお二人なのですけれども、斎場、

お身内の葬儀というのがない、今まで経験してい

らっしゃらない。斎場というのがどういうもので、

火葬する場所であるということについての御認

識はあったとしても、その陰でどういう作業があ

って、どういう思いで遺族がこういったことを考

えられるかということも含めて、初めて経験され、

そして自分の思いを述べられております。 

  私が申し上げたいのは、このように極めて公共

性の高い施設についてもっと知っていただかな

ければならないということと同時に、耐震性の問

題とか、それから改修の問題を言われましたけれ

ども、当然にして個別計画についても結構先まで

先延ばしという、先延ばしという言い方は大変申

し訳なかったですけれども、そういったところで

の改修工事、あるいは建て替えを考えようではな

いかということをおっしゃいますけれども、様々

なニーズというのは人に聞かないと分からない。

今回の大学生お二人も同じです。言ってみなけれ

ば分からない、聞かなければ分からなかった。 

  でも、繰り返しになりますが、非常に公共性の

高い施設、しかもお金のかかる施設、造るとなれ

ば早々と市民ニーズの把握というか、そういった

検討委員会を立ち上げてもいいのではないです

か、何も。その上で、やっぱりこういうことがも

しかしたら、部長もお分かりにならなかったよう

なことがニーズとして上がってくる。こういうこ

とに対して早めに応えることができるし、建て替

え時期も早まるかもしれないと思うのですけれ

ども、その辺いかがですか。そういった意味で早

く立ち上げるべきだと思うのですけれども。 

○鳥海隆太議長 森谷市民環境部長。 

○森谷幸彦市民環境部長 今、議員お述べのとおり、

斎場の建て替えにかかわらず、斎場の管理運営等

に関しまして市民ニーズ、そういったものを吸い

上げるということは重要かと思います。したがい

まして、いわゆる委員会、どういう形になるか分

かりませんが、市民ニーズを吸い上げるような聞

き取りができるようなそういった機会について

は、タイミングを見計らいながら早めに立ち上げ

ていきたいと考えております。 

○鳥海隆太議長 影澤政夫議員。 
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○２番（影澤政夫議員） ぜひ、その辺のところを

早めに立ち上げていただいて、もしかすると私の

考えていることとまるっきり違うことになった

り、部長の考えていることとまるっきり違うこと

になるかもしれないけれども、そういったニーズ

把握というのは非常に大切だろうと。なぜなら、

先ほど来申し上げているように、社会的に今変わ

ってきていますよ。私もこの質問については２回

目ですけれども、あの当時はコロナ感染なんてな

かったわけですから、新生活様式もなければ、む

しろそのスケジュールをうまく合わせて、その火

葬の予定を組むなんていう工夫も今のように大

変ではなかったと思います。 

  でも、そういったことを、変わってきている現

状についても、当該職員の皆様方は自分たちが感

染してしまったらどうなるか、でも御遺族のお気

持ちを考えれば寄り添った対応をしたい、そう思

っていらっしゃるわけだ。でも、もしその中で、

こんなことはあってはならないのでしょうけれ

ども、職員の方々にコロナウイルスが発生したら

どうなりますか。３人の方しかいらっしゃらない。

もし、お一人が休まれる、いや、それもまたそこ

で感染したという事実が分かれば、閉鎖ですよ、

これ。こういった社会的な体制も考えなければな

らない時期に来ているのではないでしょうかね。 

  だから、その検討委員会を早急に立ち上げると

いうことになれば、医療関係の方々も入っていた

だくことになるでしょうし、どれぐらい早くどう

いう体制をもってするか。あるいは、動線の問題

ですよね。先ほど来申し上げているような前室の

問題、あるいはお骨上げのスペース、これをうま

く動線にすれば、感染のリスクも下げられるとお

考えにならないですか。だから、早急な建て替え

ということを望んでいる。プラス、それが今当た

り前のようにできているのは、現場の職員の方々

がきちんとやっているからなんです。これは大変

な苦労だと思うんですが、いかがですか、その点

もう一回。 

○鳥海隆太議長 森谷市民環境部長。 

○森谷幸彦市民環境部長 十分な施設でない中にあ

りまして、指定管理者の方々、特に斎場で実際に

火葬業務に当たっている３名の職員の方々には

大変な御苦労をかけておりますし、日頃の研さん

とその御努力には感謝を申し上げるところであ

ります。 

  今後も、施設そのものの建て替えにつきまして

は、先ほど申し上げたような状況ではありますけ

れども、指定管理者の方々と連携を図りながら、

人生の終えんの場、あるいは故人と御遺族との最

後のお別れの場でありますので、それにふさわし

い施設としてしっかり管理していきたいと考え

ております。 

○鳥海隆太議長 影澤政夫議員。 

○２番（影澤政夫議員） ぜひ、その辺のところを

しっかり捉えていただいて御対応いただければ

と思います。本市財政上の問題につきましても、

大変厳しくなってくると。やらなければならない

ことがたくさんある。しかし、部長もお述べのよ

うに、御遺族との最後の別れの場、その場を明確

に気持ちを込めてよりよいものにしていこうと

いうお気持ち、これをぜひ大切に持っていただき

たいと思うのですけれども、残り時間僅かではあ

りますが、市長、市長のお考えも含めてこの問題

について御展望をお示しいただければと思いま

す。 

○鳥海隆太議長 中川市長。 

○中川 勝市長 今、議員お述べになっております

ように、本当に人生の終えんをここで迎えるわけ

であります。そういった視点から、私も年に何回

か火葬場に参列するときがございますけれども、

やっぱりもっともっと御遺族の方にも、また、そ

こで従事されている皆様にとっても、やっぱり最

後、終えんを迎える場としてふさわしいところで

あればいいという思いはしておるところであり

ます。 

  でありますので、ただいま市民環境部長が申し
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上げましたとおりに、いつ立ち上げるかは別にし

まして、いろんな諸問題を解決して、解決という

かそういったものを想定しながら、どのようにし

たら一日も早く新たな火葬場の建設に向かって

いけるのかと。そういったスケジュール的なもの

もしっかりと捉えながら進めてまいらなければ

ならないと思っておるところであります。 

○鳥海隆太議長 影澤政夫議員。 

○２番（影澤政夫議員） 突然振って申し訳ござい

ませんでした。ありがとうございました。財政上

の問題ということについても、決してこれは乗り

越えられないものではないと思いますけれども、

先ほど来申し上げているように、公共性の高い施

設、そこに市民全員が知恵を出し合って、その建

築手法やらそういった部分に、例えばの話ですけ

れども御出資いただくようなことも含めて、様々

な解決策が考えられるのではないでしょうか。ぜ

ひ、その辺のところを互いにそういう場を設けて

知恵出ししながら対応していただきたいと申し

上げて、質問を終わりたいと思います。 

○鳥海隆太議長 以上で２番影澤政夫議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時３９分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１１時４０分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、地域公民館施設の老朽化について、14番

工藤正雄議員。 

  〔１４番工藤正雄議員登壇〕（拍手） 

○１４番（工藤正雄議員） 一新会の工藤正雄です。 

  一昨日は一新会の中村代表が代表質問を行いま

した。今日は一般質問で一新会から３人が出てお

ります。トップバッターとして成澤議員、午後か

らは齋藤千惠子議員が出てまいります。私はちょ

うど昼にかかる時間帯で、そして、私の大項目も

御覧のとおり文字が少なく15文字で収まってお

ります。そんな関係で、皆様方の御期待に沿える

ように、昼にかけてあまり延びないように頑張り

たいと思います。 

  それでは質問に入らせていただきます。 

  私は、ある地区より地域活動の拠点となる施設

の町内公民館について相談を受け、どのような問

題の解決方法があるのかを考えて今回の一般質

問にしました。各地区にある町内公民館の老朽化

についての質問です。同じ問題でほかの地区にお

いても苦労されておるところがあると思います。

地域住民同士のつながりを今までどおりに保っ

ていくための施設として、将来を見据えた施策な

ど行政当局の御答弁をお願いします。 

  それぞれの地区での名称は、どこどこ会館、ま

たは分館・集会場になっているかもしれませんが、

この質問では一律に町内公民館と呼ばせていた

だきます。本市には町内公民館が201か所あると

聞いております。その設置場所は、地域人口数や

広さに応じて施設が設置されたのではなく、利便

性を第一に近隣の集落がまとまって施設ができ

たと考えられます。その中でも多い上郷、南原、

窪田、万世、山上地区など、周辺地区には２桁台

の町内公民館があります。東部地区においても、

町内数が多いせいか町内公民館が13か所ありま

す。 

  201か所の中には、近年に町内公民館を建設され、

当分建物面に修繕費用をかける必要のないとこ

ろもありますが、これからほとんどの地区では、

共通の課題として町内公民館の長寿命化に取り

組まなければならないと思います。その町内公民

館の老朽化が進み、これからも施設を従来どおり

利用していくには、建て替え、補修、改修工事等

の対応策が必要と思います。しかし、長寿命化事

業を実施すれば、地域への現状以上の維持管理費

の負担がかかると思います。また、町内公民館区
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域内に高齢者による空き家が点在し始め、人口減

少や過疎化が進んでいる地域もあり、個人への負

担も増えていくことが考えられます。 

  老朽化した町内公民館施設を存続するための長

寿命化事業は、自治会だけの努力では乗り切れな

いと思います。各地区に17か所あるコミュニティ

センター施設と違い、町内公民館は最も身近にあ

る集会場であり、地域住民の融和と親睦を図る上

でなくてはならない役割を果たしているもので、

地域住民がこれからも必要とする施設です。当局

は、これまでにも町内公民館の長寿命化事業の事

例があったと思いますが、どのように対応されて

こられたのか、また今後、町内公民館の老朽化に

対し、どのように取り組まれるのかお聞きします。 

  以上で壇上からの質問を終わります。 

○鳥海隆太議長 土屋教育長。 

  〔土屋 宏教育長登壇〕 

○土屋 宏教育長 私からは、教育委員会で所管し

ております地域公民館施設整備事業費補助金の

制度を中心に、地域公民館施設への支援策につい

てお答えいたします。 

  初めに、地域の地縁団体や町内会等の自治組織

が管理運営を行っている地域公民館施設は、現在、

市内に201館あり、町内会や隣組の会合はもとよ

り、子供会活動や地域の伝承行事等のほか、料理

教室や高齢者の生きがいサロン事業等の事業が

展開されており、住民の最も身近な地域活動の場

として幅広い年代の方々に利用されています。 

  また、教育委員会でも生涯学習事業のまちづく

り出前講座の会場として防災意識高揚の講座等

で利用しているほか、各コミュニティセンター事

業でも出前講座や健康体操の会場として利用し

ています。 

  このように、地域公民館施設は地域コミュニテ

ィー活動を活性化し、地域の様々な課題を住民自

ら解決するための最も身近な地域活動の拠点と

して、とても大切な施設であると認識しておりま

す。 

  こうしたことから、教育委員会といたしまして

は、現在、地域公民館施設整備事業費補助金によ

り、地域公民館等の維持修繕に対して支援を行っ

ているところでありますが、大規模な改修等には

そぐわないところであります。 

  また、自治総合センターが実施している宝くじ

の社会貢献広報事業であるコミュニティセンタ

ー助成事業は、主要構造部についての大規模改修

も対象となりますが、主に新設が対象となってい

るほか、助成件数の枠等の制限もあり、大規模改

修で助成を受けるのは厳しいのが現状でありま

す。 

  一方で、議員もお述べのように、施設の老朽化

が進んでいる中、施設を維持するコミュニティー

構成員の減少や、高齢化が進み維持管理等の経費

負担が重荷となっていることや、子供の減少によ

り学習会や子供会活動等の利用が減っており、全

体の利用状況もかなり減少していると聞いてい

るところでもあります。 

  こうしたことから、市といたしましても、地域

活動の場である地域公民館の維持は必要である

と考えておりますが、一方で、今後の人口減少社

会における持続可能な社会の在り方として、過度

な資産を保有せず、将来負担を軽減しながらそれ

ぞれの状況に合わせた活動を変化させていく考

え方も重要であるものと考えておりますので、今

後、町内会や地縁団体等のお考えを伺うとともに、

施設運営の実態や将来の負担予測等を調査しな

がら、空き家の利用や地域集会施設の統合・整理

等も含めて、様々に研究してまいりたいと考えて

おります。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 工藤正雄議員。 

○１４番（工藤正雄議員） ほかのほうからも答弁

がもらえるのかと思いました。ただいま教育長か

らの答弁で、十分公民館としての認識をされてい

ると、重要であるということですが、あと将来的

に人口減少などを考えれば、その辺が問題かとい



-173- 

うこともありますが、私の調べた資料によります

と、10年前ということなんですが、平成22年では

本市の人口が８万7,454人と、そして、10年たっ

た去年、令和２年の人口が７万9,330人と。8,124

名、約8,000人の人口減少であります。 

  そして、公民館数はどうかと思いまして、その

数ですが、現在201か所、10年前は204か所公民館

数があると。人口の割には公民館数が減っていな

いということは、やはりそれだけ地域に、地域の

基盤として重要な施設ではないかと思っており

ます。その重要な施設がこれからも建て替えなん

ていうのはなかなか難しい問題で、その施設を維

持していくためにはいろいろ補修改善、手をかけ

ることが大切だと思います。 

  社会教育での予算を持っておられるのは５万円

と聞いております。その５万円ではやはりどうい

う施設の改修、修繕ができるのかと疑問になるわ

けですが、実際、町内公民館の中にはまだくみ取

り式のトイレになっているところもあります。や

はり、衛生的にくみ取り式トイレを水洗化すると。

そして、あと水回りもいろいろ老朽化して、水漏

れとかが出てきていると。その水回りの補修とか、

あと屋根の雨漏りと、あと外壁がいろいろ剝がれ

てきて外壁の改修とか、あと内壁の改修とか様々

あります。また、床が沈んできたとか、床の補強

とか、あと床板の張り替え、天井の上げ替えとか、

様々施設を維持していくためには工事や作業が

あるわけですが、その場合にその５万円だけでこ

れからの修繕というか、それができるかどうかと

いうことですが、そのあたりも考えていただきた

いと思いますが、どうですか。 

○鳥海隆太議長 渡部教育管理部長。 

○渡部洋己教育管理部長 今、議員からもありまし

たように、地域の公民館施設については、老朽化

が進んでいるところについて様々な維持修繕が

必要だというところであります。令和２年度にお

きましても、この地域公民館施設整備事業費補助

金を使いまして、多くの公民館施設で維持修繕事

業を行っていただいております。確かに補助額と

しては５万円ということで非常に少ない額では

ありますが、それぞれの施設の中で工夫していた

だいて、維持修繕事業を行っていただいて、それ

ぞれの施設の維持に努めていただいている状況

でございます。 

○鳥海隆太議長 工藤正雄議員。 

○１４番（工藤正雄議員） 本当に公民館を維持し

ていくのに大変だと。地元負担でやれば何も行政

側には負担がかからないわけですが、やはり人口

が減っていくと、そして――壇上でも申しました

が――個人負担がかかっていくと。その維持経費

がかかるということで少しでも、やはり先ほど申

した工事をした場合に行政側の支援が必要では

ないかと。今までとは違う。やっぱり世の中自体

が変化してくるわけですから、対応していってい

ただきたいと思います。 

  教育長の話、いろいろと施設を利用する方、あ

と利用されている方法などをお聞きしましたが、

実際に地域住民の方から、建物に対して維持して

いくのに大変だからこういうことをお願いした

いという、屋根の雨漏りを直したい、あとほかに

も改修したいという要望とか、何かこの201か所

ある公民館から話は出ていませんか。それとまた、

当局側から各地域の公民館に対して意向調査と

いうか、要望というか、そういうのを調べられた

ことはありますか。 

○鳥海隆太議長 渡部教育管理部長。 

○渡部洋己教育管理部長 教育委員会から各地域の

団体などにそういったような御要望のアンケー

トなどは行っておりませんが、随時そういった地

域の方々から施設の改修を行いたいのでこの補

助金等を活用したいというような御相談はいた

だいておりますので、それに対応させていただい

ているような状況でございます。 

○鳥海隆太議長 工藤正雄議員。 

○１４番（工藤正雄議員） これから、時代が変わ

っていくと思います。そういうふうな中でのこの
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社会教育所管での公民館施設に対しての対応も、

従来どおりではなく、少し地域の方の負担を軽減

するような考えが必要だと思います。また同じよ

うな繰り返しになりますが、そのあたりの実態調

査というか、施設が201か所どういうふうな利用

になっているかという、どのように利用している

かというのではなく、その施設を保全していくと

いうか、維持していくための地域の要望なども聞

かれたほうがいいのではないかと思いますが、ど

うですか、当局のお考えは。 

○鳥海隆太議長 渡部教育管理部長。 

○渡部洋己教育管理部長 先ほど壇上から、教育長

からも答弁させていただきましたが、また議員か

らもありますように、これからの時代、人口減少

時代の中で地域の在り方、どのような姿で地域社

会を維持していくかということが課題かと思い

ます。その中でこういったような施設をどのよう

に維持していくのか。それぞれの地域の中での考

え方を、やはり新たな時代に向けての考え方とい

うことを整理していかなければいけないかと思

いますので、そういったところについては教育委

員会としましても様々な御協力をさせていただ

きたいと考えておりますので、そういった意向に

ついては今後調査してまいりたいと考えており

ます。 

○鳥海隆太議長 工藤正雄議員。 

○１４番（工藤正雄議員） 予算、財政面にも関わ

ってくると思いますので、急に方向転換というの

はなかなかできないと思いますが、世の中の状況

をよく把握していただきながら、この財政面とか

地域の財源になるようなことも構築していって

いただきたいと思います。 

  私は地域的に松川地区の通町で、その地元の公

民館ということで、７年ぐらい前ですか、その公

民館施設を建て替えたわけですが、そのときは言

われたとおりに自治総合センターのコミュニテ

ィー助成補助を使ってやったわけです。それは本

当に２年がかり、あとその地域ではその前の年、

実質的に３年かかってできたわけですが、それに

もやはり建て替えるとなってくると、地縁団体を

つくって町内を法人化する。それにその町内の町

民の合意が９割以上必要ということで、大変な負

担がかかってくるわけであります。 

  あと、前でしたら本市にも450万円でしたか、２

か所の建て替えの予算があったわけですが、それ

もなくなったということで、自治総合センターの

建て替えの補助を当てにして建て替えするなん

ていうようなことはなかなか難しい問題であり

ますので、やはりそうなってくると、その長寿命

化としての補修、修繕とかそっちのほうになって

いくのではないかと思いますので、その面も考え

ていただきながら、その地域の本当の基盤となる

施設ですから、コミセンとはまた違った意味での

準コミセン的な施設ですので、これからその施設

が維持されるような補助体制もしっかりとやっ

ていただきたいと思います。 

  これで私の質問を終了させていただきます。 

○鳥海隆太議長 以上で14番工藤正雄議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ０時０４分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 １時０９分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、日本一の学校給食を目指してはどうか、

８番髙橋英夫議員。 

  〔８番髙橋英夫議員登壇〕（拍手） 

○８番（髙橋英夫議員） こんにちは。日本共産党

市議団の髙橋英夫でございます。 

  まずもって、今日はお忙しいところ、たくさん

傍聴に参加してくださいまして、誠にありがとう

ございます。 
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  そして、先ほど齋藤議員からは、昼休みが明け

て眠たい時間なので目の覚めるような質問をし

てほしいというエールがございましたので、その

ようになるように頑張ってまいります。 

  光陰矢のごとしと申しますけれども、2021年も

あっという間に時は流れて、１年の６分の１がも

う経過しまして、本日は３月３日、桃の節句でご

ざいます。市内の幼稚園や保育園、あるいはこど

も園では、非常に恵まれたこの青空の天気の中で、

すがすがしい気持ちでひな祭りを過ごしている

ということかと思います。米沢の未来を担う子供

たちが心身ともに健やかに育って、そしていずれ

は米沢に帰ってきて米沢を発展させていきたい、

そのような人材に育てていくことが本当に大事

な時期だということを踏まえつつ、本日の質問に

入りたいと思います。 

  少子高齢化とそれに伴う人口減少が進む中、米

沢市が住みやすいまちとして評価され、移住した

いという人が増えるような魅力ある施策を打ち

出すことは喫緊の課題であると考えます。特に、

若い世代にとって、子育て環境の充実は決め手と

なり得る評価基準と言えます。保育、教育、医療、

貧困対策などの子育て支援策の充実ぶりが問わ

れているわけですが、他の自治体ではまねること

ができないオンリーワンの施策があればそれが

大きな魅力となり、市民にとっては自信と誇りと

なり、外部に向けては強力で有効なアピールポイ

ントとなります。私が今回の一般質問の大項目を、

日本一の学校給食を目指してはどうかとした意

図はそこにあります。 

  多くの自治体の学校給食が給食センター方式を

採用している中、米沢市では自校方式と親子方式

を採用しています。昨年６月にスタートして本年

２月まで計７回開催されてきた米沢市学校給食

検討委員会の報告書が先日出されましたが、その

中には、自校方式のメリットについて、以下のよ

うに５点にわたる記載がございます。 

  １つ目、自校方式では子供たちの身近で調理が

行われることで子供たちの食に対する興味関心

と感謝の心を育てるのに適している。 

  ２つ目、自校方式では学校の都合に合わせた時

間変更に柔軟に対応できる。 

  ３つ目、自校方式では配送のリスクが少ない。 

  ４つ目、自校方式では災害や非常時のリスクが

他の方式と比較すれば最小限に抑えられる。 

  ５つ目、自校方式は地元生産者や地元納入者と

の交流の機会をつくりやすく、地域に支えられて

いることや地域の豊かな食を実感できる。 

  私は、今後の市内小中学校の再編に際し、学校

給食検討委員会の意思を尊重し、全ての学校が自

校方式の給食となるよう強く要望いたします。子

供たちの利益を第一にした食育重視、地産地消重

視の自校方式完全実施が実現すれば、米沢市の学

校給食は全国的にも注目を浴びるような、まさに

日本一を標榜できるだけの特徴を持つことにな

ります。 

  日本一の学校給食を実現させ、その取組の内容

の魅力やすばらしさが認められ、そのことを含む

米沢市の子育て環境が米沢で暮らしてみたい人

を呼び込む力になれば、こんなにすばらしいこと

はありません。そのような観点から、３つの項目

について質問していきたいと思います。 

  小項目の１、それは調理方式は自校方式とする

方向性かについてです。 

  学校給食検討委員会の報告の４、本市学校給食

の実施方法についてには、本市学校給食の在り方

として、①小中学校ともに自校方式が最も望まし

い。②自校方式ができない場合においては、親子

方式の継続や給食センター方式も検討する。なお、

その際には、全校を同じ方式とするのでなく、最

適な方式を組み合わせることもあり得ると、やや

玉虫色の表現で結論が述べてあります。これは理

由づけいかんで、どの方式になっても問題ないと

いう結論であるとも解釈できます。 

  しかしながら、私は検討委員会を傍聴もさせて

いただきましたが、多くの委員の皆さんの思いは、
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何とか自校方式を追求していただきたいという

ものでした。検討委員会を形骸化させることなく、

検討委員会での結論を尊重するならば、自校方式

を第一の選択肢として計画を作成し、その実現に

向け最大限の努力をすべきと考えますが、そのよ

うな方向性で進捗しているのか教えてください。 

  小項目の２は、給食用の有機農業食材の生産者

を拡大する取組を推進してはどうかです。 

  初めに、先進事例を一つ紹介します。昨年10月

３日付朝日新聞、「フロントランナー」という記

事に、千葉県いすみ市職員の鮫田晋さんらによる

学校給食のお米を100％有機米にした取組が掲載

されました。2013年、誰も有機農業の経験者がい

ないところから、田んぼ３枚、22アールからの出

発でしたが、市の予算による米の有機栽培の実証

実験を提案し実現させました。2015年に初めて学

校給食に有機米を提供すると、予想を超える反響

がありました。有機稲作に取り組む農家の拡大を

支えたのはまさに学校給食でした。 

  農家が生産を続けられる60キロ２万円を維持す

るために、これまで給食で使っていた米との差額

を補う形で2016年から予算化、順調に協力農家が

増え、2018年には13の小中学校の給食での100％

有機米を達成しました。今年度は農家23人で25ヘ

クタール、100トンの収穫量です。お米だけでな

く、2018年からは有機栽培の野菜も給食で使える

ようになりました。現在は、ニンジンやコマツナ

など７品目だそうです。 

  私は、米沢の学校給食の完全自校方式を実現す

ることに加え、地産地消と有機栽培農家の拡大に

つながる取組を実現させるならば、まさに日本一

の学校給食を達成し得る姿に近づくと思います。

いすみ市の事例のように、学校給食と地元農家が

つながり、農家は食の安心・安全と健康づくりを

支え、学校給食は農家の経営を支えるという関係

が発展すれば、農業振興、食育推進、健康づくり、

愛郷心の醸成といった好循環が生まれるものと

思います。いすみ市では僅か５年で学校給食への

有機米100％を達成しましたが、本市においても

このような官民協働の実践に取り組めないでし

ょうか。お伺いいたします。 

  小項目の３は、給食費の段階的無償化を実施し

てはどうかについてです。 

  私がこのテーマを取り上げるのは、これで４度

目になります。過去３回、全く同じ回答をいただ

いてまいりましたので、教育委員会として無償化

の考えはないとする理由については把握してい

るつもりです。それでも、あえてまた取り上げた

のは、教育委員会としてではなく、米沢市として

どうすべきかという政策的項目として扱うべき

タイミングだと考えるからです。 

  繰り返しになりますが、自治体が展開する子育

て支援策の内容と水準がそのまま住みやすさの

評価基準となる昨今です。学校給食の無償化につ

いては、すぐに完全無償化はできなくとも、他の

自治体がそうであるように半額化とか、米代は無

償などの段階的なものであっても、無償化を追求

している、その姿勢が伝われば評価は高まります。 

  今回提案させていただいた学校給食日本一を目

指してはどうかについてですが、完全自校方式と

地域農家との連携による有機食材、そして段階的

無償化の実施という３つが合わされば実現する

ものと思います。そのような学校給食のさらなる

高品質化を目指す観点から、学校給食の段階的無

償化に取りかかるべきと考えますが、いかがでし

ょうか。 

  以上で壇上からの質問を終えます。 

○鳥海隆太議長 土屋教育長。 

  〔土屋 宏教育長登壇〕 

○土屋 宏教育長 私からは、日本一の学校給食を

目指してはどうかのうち、（１）の調理方式は自

校方式とする方向性かと、（３）の給食費の段階

的無償化を実施してはどうかについてお答えい

たします。 

  初めに、自校方式実現の方向で進んでいるかに

ついてお答えいたします。 
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  教育委員会では、学校給食検討委員会からいた

だいた御意見を基に検討を行っております。なお、

検討委員会の報告書にもありますとおり、検討委

員会では財政負担などのそれぞれの方式を実施

する場合に生じる現実的な課題等は考慮してい

ない状況での御意見でありましたので、教育委員

会ではこれらの点を含めて、改めてそれぞれの方

式を実施する場合の課題などを整理しながら、実

現可能性を考慮した検討を行っているところで

あります。 

  続きまして、給食費の段階的な無償化を実施す

べきではないかについてお答えいたします。 

  学校給食法において、人件費及び施設整備等に

係る経費は設置者が負担し、それ以外の経費につ

いては保護者が負担することとなっていること

から、保護者に対しては食材費のみを学校給食費

として負担していただいております。現在は、学

校給食費の負担が困難と認められる児童生徒の

保護者に対しては、就学援助により給食費の補助

を行っているところです。 

  教育委員会としましては、保護者の負担軽減に

ついては、全児童生徒に対し一律に軽減するので

はなく、経済的負担が大きいと認められる家庭に

支援すべきと考え、就学援助による給食費の補助

を行っております。このようなことから、現段階

におきまして、学校給食費の段階的無償化につい

ては考えていないところです。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

  〔菅野紀生産業部長登壇〕 

○菅野紀生産業部長 私からは、２点目の給食用の

食材の生産者を拡大する取組を推進してはどう

かについてお答えいたします。 

  本市では、有機栽培によるものではありません

が、平成22年度より学校給食における地場産農産

物供給事業として、学校給食用食材の共同購入事

業を米沢青果株式会社に委託して実施しており

ます。対象品目は、オカヒジキ、キュウリ、トマ

ト、ミニトマト、ピーマン、ナス、白菜、キャベ

ツ、ネギ、寒中キャベツ、寒中ネギの12品目につ

いて取り組んでいるところであります。この12品

目以外に取り組める野菜はないか、生産者、納入

業者、米沢青果株式会社、教育委員会と検討して

いくこととしております。 

  また、米につきましては、本市でも有機栽培に

取り組まれている生産者がおられますので、生産

者と消費者、そして行政で組織します米沢地域有

機農業推進協議会におきまして、今後、有機米を

学校給食へ提供することができないか、教育委員

会と検討していくこととしております。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） 御答弁ありがとうござい

ました。確認させていただきます。先ほど教育長

からの答弁中、学校給食検討委員会の報告書の最

後の部分ですけれども、施設設備や管理運営等に

係る経費に関しては検討していないという文言

があったわけですが、これはつまりそのことを除

外して議論したと、その意図は何でしょうか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 検討委員会において財政

面を重視しないで検討して結構ですということ

でさせていただいた意図としましては、先日の代

表質問のときも述べさせていただきましたけれ

ども、ある程度の施設を整備するときのおおよそ

の数字等は示させていただきましたけれども、そ

の数字が本市の財政状況において実現可能かど

うかということの検討までは、委員の方々には難

しいであろうということもありまして、そういっ

た財政面は、検討していただかなかったところで

ございます。 

○鳥海隆太議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） 私自身の勝手な理解かも

しれませんけれども、そういう財政面、それから

施設設備といったものというのは、ある程度専門

的なことになってしまうし、シミュレーションも
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非常にシビアになってくるということで、むしろ

豊かな学校給食の中身というのはどうなのかと

いうことが本当に活発に議論できるというよう

なことも意図があったのかと思っていたんです

が、いかがですか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 先ほど申し上げたように、

財政面のところはなかなか難しいことであろう

ということでありますので、本市の学校給食とし

て、在り方として望ましい姿ということで御意見

を頂戴したところでございます。 

○鳥海隆太議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） 当然、最終的な検討の段

階では、施設設備とか管理運営費等の財政問題が

出てくるわけですけれども、くれぐれも後出しじ

ゃんけん的な感じでこうなりましたとはならな

いように、検討委員会の意図を尊重していただき

たいと思います。 

  関連しまして、前回の市政協議会にて、（仮称）

南西中学校の施設整備事業についての報告があ

りましたが、この中の建物等の概要には調理場は

含まれておりません。本来であれば、調理場も組

み入れた形の検討を行うべきではなかったのか

と思いますけれども、いかがですか。 

○鳥海隆太議長 渡部教育管理部長。 

○渡部洋己教育管理部長 先ほど答弁させていただ

いたように、給食の方式については定まっていな

いというところでありましたので、今検討してお

ります（仮称）南西中学校の基本的な考え方につ

いては、その部分は含んでいないという、時間的

な差ということでございます。 

○鳥海隆太議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） ですけれども、並行して

検討委員会でずっと議論が進められていて、最終

結論はあれでしたけれども、途中の議論の段階で

は、自校方式はすばらしいんだという議論がいっ

ぱいあったわけですよね。にもかかわらず、はな

からその調理場を造るということを前提としな

い発注をしたということはちょっとまずいので

はないかなと思いますけれども、それは時間的な

問題だけではない、もっと意図があったように思

われますがどうなのでしょうか、その点は。 

○鳥海隆太議長 渡部教育管理部長。 

○渡部洋己教育管理部長 今回の検討につきまして

は、その整備の手法について調査を行って検討し

てきたわけです。既存の校舎を改修するのか、ま

た新築していくのかというような手法について

でありますので、その中で給食調理場を整備する

かどうかというのはまだ含まなくても検討はで

きたというところであります。この後、具体的に

（仮称）南西中学校の基本計画などを策定してま

いりますので、この中で検討していく必要がある

と考えております。 

○鳥海隆太議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） 既存校舎を長寿命化して

使うか、新築するかという検討のためにつくった

と言われますけれども、では示されたその新築の

プランというのは、今後そういった議論を尊重し

ながら可能性を追求する中で、調理場の設置とい

うものも可能かどうか、この辺については見通し

なりがありますか、どうですか。 

○鳥海隆太議長 渡部教育管理部長。 

○渡部洋己教育管理部長 中学校について、自校方

式という方向性が定まれば、その中で（仮称）南

西中学校について具体的に検討していく必要が

あるかと思っております。 

○鳥海隆太議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） 今後のスケジュールとし

て、令和３年度は基本計画策定、敷地測量とあり

ます。調理場の設置に関して、その方向性につい

ては策定過程で議会にお示しいただきたいと思

います。計画が仕上がってから調理場の設置は困

難でしたという結論を示されることがないよう

にお願いしたいのですが、いかがでしょうか、こ

の点は。 

○鳥海隆太議長 渡部教育管理部長。 
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○渡部洋己教育管理部長 基本計画を策定する前に、

まずはその給食の在り方、方向性について決定し

ていく必要がありますので、そちらの方針の策定

について――代表質問などでもお答えはさせて

いただいておりますが――今年度中にまずは一

定の方向性を教育委員会としてまとめていきた

いということでございますので、その方向性がま

とまりましたら議会にもお示しをさせていただ

きたいと考えております。 

○鳥海隆太議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） では、次に食育の面から

質問させていただきたいと思います。 

  第３次米沢食育推進計画には、健康な体づくり

の推進、食を通じた交流や学びの推進、地域社会

における食育の推進、食の安全安心の確立、地産

地消の推進、環境を考えた食生活の推進などの項

目があります。学校給食と地元農家のつながり、

地産地消と有機農家の拡大という好循環は、食育

推進計画の内容と合致し、なおかつ高い有効性が

期待できると思いますが、いかがでしょうか。 

○鳥海隆太議長 安部健康福祉部長。 

○安部道夫健康福祉部長 おっしゃられたとおり、

今現在令和３年から７年までの計画ということ

で第３次食育推進計画を策定しているところで

ございます。その中にも、今おっしゃられたとお

り、学校等における食育の推進というものを掲げ

ておりまして、その中の主な事業では、給食での

地場産農産物の活用と、また別の部分、基本施策

におきましては、食を守り次世代へつなぐ食育の

推進というところでも地場産農産物の積極的活

用、消費拡大ということで示しております。おっ

しゃられるとおり、このような推進に今後とも関

係機関と連携を図りながら努めてまいりたいと

考えております。 

○鳥海隆太議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） 先ほど、先進事例として

紹介しましたいすみ市、このいすみ市においては、

教育ファームと名づけた総合学習の場があり、子

供たちが直接生産現場に出向き、体験学習や生産

者との直接対話を行っているそうです。食育のみ

ならず、地域や人を学び知るという人づくりの取

組と言えます。地域振興、若者定着促進の観点か

ら、本市においても取り入れたい実践であると思

いますが、いかがでしょうか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 本市におきましては、い

すみ市のような全体的な活動ということになっ

ておりませんけれども、各学校では同じような趣

旨の取組を行っているところでございます。例え

ば、田植、稲刈りなどの田んぼに係るそういった

時間につきましては、18校中13校で実施されてお

りますし、学校によっては地域の特産物を学年ご

とに種類を変えて、系統的に学習しているという

ところもございます。その中では当然ながら、ゲ

ストティーチャーとして地域の方に来ていただ

いて、そこで関わる中でいろいろ教えていただく

ということもやっておりますので、そういった活

動の中で郷土愛を育みながら地域に貢献できる

人づくりというものに現在つながっているので

はないかと思っているところでございます。 

○鳥海隆太議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） では、次に市長にお伺い

いたします。もちろん市長は認識されておられる

と思いますが、現在の米沢の学校給食はとてもお

いしく、きちんとだしを取ることや調理師の手作

りのメニューが多いなど、全国的に見ても優れた

取組がなされています。子供たちの利益を中心に

据えたまさに温かい給食が提供されております。 

  学校給食検討委員会が導いた第一の選択肢、自

校方式を実施することに加えて、広くはＳＤＧｓ

の目標実現にも結びつく地域での有機農業の振

興を支える有機食材による給食、そして子育て支

援策の豊かさの決め手となり得る給食無償化、ど

れも理想論に見えるかもしれませんが、理想を掲

げてみんなをリードするのがトップリーダーの

役割であると思います。 
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  中川市長が掲げられた健康長寿日本一に加え、

学校給食日本一もぜひ掲げていただいて、米沢の

学校給食が米沢牛同様のネームバリューになる

ほどの思い切った施策を講じてはどうかと思い

ますが、市長はどのようにお考えでしょうか。 

○鳥海隆太議長 中川市長。 

○中川 勝市長 学校給食の持つ意義というものは、

子供たちの食育、あるいは人材育成に大きな影響

を及ぼす重要な課題であると、それは理解をして

おります。そういった中で将来的に大人になった

子供たちが本市に戻るなり、外から移住・定住し

ていただくことによって、地域の新たなまちづく

りが循環されていくということにとっては、議員

お述べになったとおりだと思っております。 

  それで、ただ学校給食の日本一と言われる３つ

の方向性をお示しいただいたわけでありますけ

れども、その学校給食日本一を目指す上でその内

容というものの手法は、もっともっとやっぱり私

はあると思っております。そういったことを踏ま

えて、検討委員会の中で教育委員会にその在り方

については報告書が出されておりますので、今後

どのような学校給食を目指していくかというこ

とについて、報告を基にしまして、教育委員会の

中で検討されるものと思っておるところであり

ます。 

  そういった教育委員会での協議、話合いの中で

どのように関わっていくか。私は健康長寿日本一

の中で子供たちが本当に学校給食も日本一にな

ればいいと、そう思うときに、そういったことに

ついては全く同感でありますので、どのような方

向性を教育委員会で出していくかということに、

まず検討委員会の報告書というものを尊重すべ

きであろうと思っておりますので、その結果を待

ちたいと思います。 

○鳥海隆太議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） 時間がなくなりましたの

で、最後一つだけ注文といいますか、要望したい

と思います。 

  教育委員会から、今日学校給食費の段階的無償

化、４回目ですがまたその気はないというような

話でしたけれども、県内ではもう13以上の自治体

が様々な形で段階的無償化に取り組んでいるわ

けです。その中には18歳から数えて第３子以降の

子供であれば無償とか、そういう様々な形がござ

います。ですから、本市も財政状況がありますの

で大変でしょうけれども、繰り返しになりますが、

米沢市が本当に子育て支援に非常に真剣だと、本

気だと思っていただくためには、この無償化につ

いてもぜひ前向きな取組を検討いただきたいと

いうことを要望いたしまして、私の質問を終了い

たします。ありがとうございました。 

○鳥海隆太議長 以上で８番髙橋英夫議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 １時３９分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 １時４０分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、学校給食費等の徴収に関する公会計化の

推進を図ることについて外１点、１番小久保広信

議員。 

  〔１番小久保広信議員登壇〕（拍手） 

○１番（小久保広信議員） 多くの皆様に傍聴にお

いでいただき、大変ありがとうございます。それ

だけ市民の皆さんに本市の自校方式の学校給食

に対する関心が高いと思っております。 

  初めに、学校給食費等の徴収に関する公会計化

等の推進についてお伺いいたします。 

  令和元年７月31日に文部科学省初等中等教育局

長から学校給食費等の徴収に関する公会計化の

推進についての通知が出されています。この通知

によれば、平成31年１月25日の中央教育審議会で、
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新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指

導・運営体制の構築のための学校における働き方

改革に関する総合的な方策についての答申が出

され、学校給食費や教材費、修学旅行費の学校徴

収金については、先進的な地方公共団体の取組を

踏まえれば、未納金の督促等も含めたその徴収管

理について、基本的には学校・教師の本来的な業

務ではなく、学校以外が担うべき業務であり、地

方公共団体が担っていくべきであるとされまし

た。 

  特に、学校給食費は、公会計化及び地方公共団

体による徴収を基本とすべきとされた答申を受

けて、文部科学省では、地方公共団体における学

校給食費の公会計化を促進し、保護者からの学校

給食費の徴収・管理業務を地方公共団体自らが業

務として行うことにより、公立学校における学校

給食費の徴収・管理に係る教員の業務負担を軽減

するとしています。そのために、学校給食費徴

収・管理に関するガイドラインが作成されており、

文部科学省のホームページに公表されています。

そして、各地方公共団体においては、本ガイドラ

インを適宜参考として、学校給食費の公会計化の

取組を一層推進するよう要請しています。 

  さらに、学校給食費以外の教材費、修学旅行費

などの学校徴収金についても、答申を踏まえ、未

納者への督促などを含め、徴収・管理を地方公共

団体の業務とすることや、学校を経由せずに保護

者と業者などの間で支払いや徴収などを行う方

法など、学校の負担軽減を図る取組の推進につい

て、引き続き適切な対応を求めています。このこ

とを教育委員会はどのように考えているのか、ど

う実現していくおつもりなのかお伺いいたしま

す。 

  また、未納金督促等も含めたその徴収・管理に

ついて、基本的には学校・教師の本来的な業務で

はなく、学校以外が担うべき業務であり、地方公

共団体が担うべきとあり、学校や教員に係る負担

をどのように軽減していくのか、学校における働

き方改革をどのように考えているのでしょうか。

教員の日々の業務の在り方を見直すことで教員

自身の生活の質を改善し、それが児童生徒にとっ

ても最適な指導へとつながっていくと言われて

います。当局のお考えをお伺いいたします。 

  次に、学校給食検討委員会の報告をいかに実現

するのかについてお伺いいたします。一昨日の代

表質問で、財政面から給食センター方式との話が

ありましたが、学校給食は単に食事を提供するの

ではなく、教育の一環です。このことは教育長も

答弁しておられますし、副市長も当時答弁されて

おります。教育委員会は、教育の一環であるなら

ば、最も望ましい自校方式の実現に努力すべきで

す。 

  統廃合後の３つの中学校では、敷地が不足して

いるとの当局の考えですが、隣接地の取得や１階

部分を駐車場にして２階部分に調理室を設ける

などのことを行えば、十分に中学校でも自校方式

の学校給食ができると考えますが、当局のお考え

をお願いいたします。また、小学校の調理室の改

修も計画的に行うべきだと考えますが、その点も

併せてお伺いいたします。 

  次に、米沢の学校給食をよりよくするための要

請署名が2,600筆以上集まり、教育委員会に提出

されています。未提出分も500名分以上があり、

今も集まっています。この署名では、中学校への

調理室整備による自校調理を求めており、小学校

でも引き続き自校調理を求めています。この署名

について、当局はどのように捉えているのかお伺

いいたします。 

  ２点目の（仮称）南西中学校に給食調理場を建

設すべきではないかについてお伺いいたします。 

  現在の二中敷地にこだわらず、調理場も建設で

きる場所への選定や、先ほども述べましたが、隣

接地の取得、校舎の多層化を図るなどにより、調

理場を建設できると考えますが、当局のお考えを

お伺いいたします。 

  以上、壇上からの質問といたします。 
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○鳥海隆太議長 土屋教育長。 

  〔土屋 宏教育長登壇〕 

○土屋 宏教育長 私から、初めに１の（１）学校

給食費等の徴収に関する公会計化をどう考えて

いるかについてお答えいたします。 

  国からも示されているとおり、学校給食費の公

会計化を進め、教職員の負担となっている徴収・

管理業務を市に移管することは、多忙になってい

る教職員の働き方改革の観点から重要視すべき

ことと捉えております。ガイドラインには、公会

計の必要性や見込まれる効果に加え、先進事例の

紹介や実施に向けた具体的な進め方も記載され

ております。現在、ガイドラインを受け、効果を

最大限にするために課題となることの洗い出し

とその解決策について検討を始めているところ

です。 

  次に、（２）教職員の負担軽減をどう考えてい

るかについてお答えいたします。 

  教育委員会としても、教職員の負担軽減は重要

な課題であると考え、働き方改革の推進に向けた

取組を行っているところです。取組の一例として、

小中学校に校務支援システムを導入し、データの

一元管理と業務の軽減・効率化を図っています。

また、現在、国や県の事業を活用したスクールカ

ウンセラー、部活動指導員等の配置や市の事業と

しての教育相談員、適応指導補助員等の配置等、

各学校への人的支援を行っております。 

  そのほかに、ＩＣカードによる出退勤管理シス

テムでの教職員の勤務時間の管理を行っており

ます。ＩＣカードによる出退勤管理により、これ

まで教職員自身が出退勤時刻記録簿に入力して

いた事務作業を減らしています。 

  また、小学校における課外活動の適正化、中学

校における部活動ガイドラインの作成等の取組

も行っております。これからも教職員自身の意識

改革に取り組むとともに、保護者や地域の方々に

教職員の働き方改革の必要性をお伝えしながら、

教職員の業務負担軽減に向けた対策を講じてま

いります。 

  続きまして、学校給食検討委員会の報告をいか

に実現するかについてお答えいたします。 

  議員もお述べのように、学校給食検討委員会の

検討結果報告書では、本市の学校給食の在り方と

して、①小中学校共に自校方式が最も望ましいと

していますが、加えて②自校方式ができない場合

においては、親子方式の継続や給食センターも検

討するとして、なおその際には全校を同じ方式と

するのではなく、最適な方式を組み合わせること

もあり得るとしています。 

  教育委員会としましては、この御意見を踏まえ、

中学校の給食方式として、自校方式はもとより親

子方式と給食センター方式も含めて、財政面も考

慮した検討を行っております。 

  特に、中学校で自校方式による給食を行うため

には、３校に新たに給食調理場を整備する必要が

あることから、まず用地の確保ができるかが大き

な課題でありますので、それぞれの学校でその用

地の確保が可能であるか、調理場を整備すること

によって生ずる課題は何かなどを想定し、現実的

な解決策があるのかなどの検討を行っています。 

  この検討の中では、御提案の隣接地を取得して

の整備につきましては、それぞれの学校で周辺状

況に違いはあるものの、総じて用地交渉や用地取

得後の土地の整備に係る期間や財政負担等を考

えますと、相当難しいものと捉えております。 

  また、給食施設の立体化については、具体的な

検討を行っていないところでありますが、敷地を

有効活用する効果がある一方で、搬出入や動線確

保といった給食運営だけではなく、授業や部活動

といった学校運営に関する課題や整備費用が多

額になるなど、数多くの課題が想定されます。こ

のため、給食施設の立体化につきましても相当難

しいものと捉えております。 

  次に、提出された署名をどのように捉えている

かについてお答えいたします。 

  このたび寄せられました署名につきましては、
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多くの方々の米沢の給食をよりよくしてほしい

という思いが詰まったものでありますので、教育

委員会としてしっかりとその思いを受け止めさ

せていただきました。その上で、今後の学校給食

の在り方についてしっかりと検討し、基本方針を

取りまとめていかなければならないと考えてお

ります。 

  続きまして、（仮称）南西中学校に給食調理場

を建設すべきではないかについてお答えいたし

ます。 

  まず、現在の第二中学校以外の場所での（仮称）

南西中学校の開校につきましては、議員も御承知

のとおり、南原中学校と第二中学校の統合時から

第二中学校の跡地で（仮称）南西中学校を開校す

ることを前提に地域や保護者等と協議を行って

きた経過がありますので、第二中学校以外の場所

に（仮称）南西中学校を開校する場合には、改め

て関係者に対して十分な説明を行い、合意形成を

図る必要があるものと考えております。 

  また、新たに敷地を選定し、校舎・屋内運動場

を建設するためには、まず用地の選定とその用地

での整備が可能かどうかの検討を行い、事業費か

らスケジュールまでを再検討する必要がありま

す。このため、令和８年度開校までの期間を考え

ますと、第二中学校敷地以外の場所をこれから検

討することは極めて難しいと考えております。 

  そのようなことから、（仮称）南西中学校は米

沢市立学校適正規模・適正配置等基本計画に基づ

き、第二中学校の敷地に新設させていただきたい

と考えておりますので、御理解賜りますようお願

いいたします。 

  その上で、（仮称）南西中学校への給食調理場

の整備につきましては、現在、教育委員会で今後

の学校給食の基本方針の検討を行っており、その

結果を受けて判断すべきものと考えております

ので、現時点では、隣接地の取得や多層化による

給食調理場の整備につきましては考えていない

ところであります。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 小久保広信議員。 

○１番（小久保広信議員） 難しいということだと

お聞きしましたけれども、順番変わりまして最後

のほうからお伺いしますが、二中敷地でそういう

ふうに地元とお約束したからというお話で、これ

から違うところであればもう一回話をしなけれ

ばならないということ、だから難しいということ

だと思うのですけれども、適正規模・適正配置等

基本計画の中では、小・中一貫教育というのも述

べていらっしゃいましたよね。さっき小島議員か

ら西部野球場に（仮称）南西中学校を造ってはど

うかという話がありました。私は、西部野球場を

廃止して（仮称）南西中学校をそこに造ることで、

隣接する西部小学校、その調理場も使えますし、

新たに調理室も造ったとしても小・中一貫校、そ

の自校方式が実現できると思うのですが、その点

はいかがお考えですか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 本市で目指しております

小中一貫の教育ということにつきましては、校舎

一体型等ではないということで、今現在ある校舎

が離れていてもということで考えておりまして、

そのために中学校区の再検討も行う、一つの小学

校から一つの中学校に上がるということで、小と

中の連携が図られるものと考えているところで

ございます。 

  （仮称）南西中学校ができた折にも、西部小学

校の近くに建てば西部小学校との連携は図られ

るかもしれませんけれども、南部小学校等からも

子供が入ってくるわけですので、そういったとこ

ろについては同様にはできないということを考

えますと、近くにということがメリットのみとい

う形にはならないのではないかと考えておりま

す。 

○鳥海隆太議長 小久保広信議員。 

○１番（小久保広信議員） ぜひそこは検討すべき

だと思いますし、中学校で敷地がないのだという
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のであれば、より広いところであるわけですから

そこをしっかり利用する。そして、都市公園です

から、今の二中を都市公園にすることで、二中で

授業を受けながら、西部小学校でも授業を受けな

がら校舎が建設できるわけなので、そこは検討す

べき課題だと思います。 

  そして、この間の議論の中で、今年度中に方式

を大まかに決めるのだというお話が教育委員会

から答弁の中でございましたけれども、署名でも

ありますけれども、市民の方の声をその中ではど

こで取り入れるんですか。市民の思いというのは

どこに反映されるんでしょうか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 検討委員の方々にも市民

の代表の方にも入っていただいておりますし、そ

ういった中で御意見は頂戴しているものと捉え

ているところでございます。 

○鳥海隆太議長 小久保広信議員。 

○１番（小久保広信議員） 私としては、しっかり

と市民の声を聞いて、学校給食、自校方式ではな

くて別な方式にするんだとなったとするならば、

まだまだ市民の声を聞いていない。しっかりと教

育委員会は市民の声を聞くべきだと思います。あ

まりにも不足しているのではないですか、いかが

ですか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 不足しているのではない

かということで御指摘でございますけれども、必

ずしも十分な形にはなっていないのかもしれま

せんけれども、署名もいただいておりますし、検

討委員会での御意見も頂戴している、そういった

ことを我々としては重く受け止めて検討してい

くことで、少しでも市民の方々のお気持ちを酌め

るのではないかと考えているところでございま

す。 

○鳥海隆太議長 小久保広信議員。 

○１番（小久保広信議員） 自校方式をしっかり進

めてほしいというのは多くの市民の方から言わ

れています。センターのほうがいいという方もい

らっしゃるかもしれませんけれども、自校方式を

しっかりと進めていくんだ、そのことが東日本で

トップレベルと言われた米沢市の学校給食です。

そのレベルを、財政が苦しいから大変だからとい

ってレベルを下げるということは、教育行政とし

て――先ほど壇上でも言いましたけれども――

学校給食、教育の一環ですよね。財政でレベルを

下げるということがあってはいけないとも思う

のですが、その点はいかがですか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 今現在、財政面も含めて

様々な面から検討しているところでありますの

で、決して財政面のみで物事を決定するという形

で進めようとしているものではございません。 

○鳥海隆太議長 小久保広信議員。 

○１番（小久保広信議員） そうであっていただき

たいと思いますし、やはり市民の声をしっかり聞

いて方針を決定すべきだと思います。自校方式で、

そして地産地消の手作りにこだわった今の学校

給食を子供たちに提供し続けていく、そのことが

当局のなすべきことだと私は思っております。そ

の点、再度いかがでしょうか、教育長。 

○鳥海隆太議長 土屋教育長。 

○土屋 宏教育長 市民の方の思いを受けながら、

そして子供たちにとってどうかということを考

えて総合的に、加えて昨日も申し上げましたけれ

ども、学校教育全体の中での給食の位置づけも考

えながら判断していきたいと思います。 

○鳥海隆太議長 小久保広信議員。 

○１番（小久保広信議員） やはり子供たちの思い、

今の自校方式、おいしいと言っています、手作り

ですし。一部冷凍品も入っていますけれども、親

子になってから。そこはしっかりと見ていただき

たいと思いますし、今いる子供たちだけではなく

て、将来のこれからの子供たちのことも考えて行

っていただきたいと思います。最悪、中学校での

自校方式が駄目だとしても、将来の児童生徒数を
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考えると、親子でも十分いけるのではないかと思

います。その点はいかがでしょうか。 

○鳥海隆太議長 渡部教育管理部長。 

○渡部洋己教育管理部長 今、今後の児童生徒数の

推移などを参考に、これからどのような食数の調

理があるのかということを検討しております。確

かに議員おっしゃるように、過去に親子給食を実

施していた頃と統合後の各中学校の食数などを

考慮しますと、食数自体としてはさほどピーク時

と差がないのかと思っておりますが、今後はやは

り様々な給食調理場の環境整備なども必要とな

ってきますので、現在の調理場ではなかなか難し

いものと考えております。 

○鳥海隆太議長 小久保広信議員。 

○１番（小久保広信議員） 難しくしてしまったの

は教育委員会なのですよね。北部小学校の調理場、

早く改修してくださいよと何回も私申し上げて

きました。一切手をつけてこなかった。屋内運動

場と同時に改修するはずだったものが、財政難だ

ということで先送りになった。屋内運動場はでき

ました。調理場は改修されていません、いまだに。

そうやって調理室の大規模改修をしてこなかっ

たのはどこですか。教育委員会ですよ。そこをし

っかり踏まえてこれからの方針を立てていただ

きたい。大規模改修が必要だから、財政が大変だ

から、それは言い訳になりません。今まであなた

たちがやってこなかったからです。厳しいことを

言います。実際そうだからです。そこはしっかり

と考えの中に入れていただきたいと思います。 

  時間もありませんので、公会計化について若干

お伺いします。このガイドラインによりますと、

公会計化すれば市の予算になるわけで、そうしま

すと経理の面での管理、監督体制、そして監査機

能、監査もそこで受けることになりますから透明

性が向上すると言われています。その透明性の向

上、その点についてどのようにお考えですか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 公会計化という形で実施

できるとすれば、ガイドラインにもありますよう

に、あるいは議員お述べのように、透明性、ある

いは公共性ということは確保されるのではない

かとは考えているところでございます。 

○鳥海隆太議長 小久保広信議員。 

○１番（小久保広信議員） あともう一点、公会計

化によって、学校ごとに、口座振替ですと金融機

関１か所だったりしますよね。公会計化によると、

市の指定金融機関全てが利用できるのです。保護

者にとっても非常に便利なわけですよ。その銀行

の口座を持っていない保護者はわざわざその口

座をつくる必要があるわけですから。そして、そ

れに入金しなければならない。入金し忘れて引き

落としなりませんでしたというのが来たりする

わけですから、やはりそこは市の指定金融機関が

使える、そういったことは非常に便利な点だと思

います。その点、いかがお考えですか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 今現在、本市では独自の

集金システムを使用しているおかげで、本市にお

いては少ない学校で４銀行から口座を選ぶこと

ができる。多い学校ですと５銀行から選ぶことが

できると、他市町で１つしか選べないというよう

なところからすれば、利便性としてはあるのかと

思っております。しかしながら、公会計というこ

とで、本市に納めていただくという形になります

と、９銀行等に拡充するわけですので、そういっ

た面での利便性は考えられると思います。 

○鳥海隆太議長 小久保広信議員。 

○１番（小久保広信議員） ぜひ、利便性も透明性

も向上するわけですから、やはりこんなことは言

いたくないですけれども、学校でのお金にまつわ

る不祥事なんかも――米沢市はないですけれど

も――出たりするわけですから、そういったこと

も防げますし、何よりも学校の先生方の負担が減

る。今、働き方改革が叫ばれて、しかしながら、

一方では仕事の量が増えている現実があるわけ

ですから、少しでも仕事量を減らしていく、その
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ための手だてを教育委員会はすべきだと思いま

す。その点、もう一回お伺いします。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 働き方改革の観点から、

国からも措置を進めるようにということで出て

おりますし、今のようなメリットなども考えます

と、当然ながら検討を深めていくべきものと考え

ているところであります。しかしながら、様々な

点で課題等もあるかと思いますので、そういった

ところをしっかり整理していきたいと思ってい

るところでございます。 

○鳥海隆太議長 小久保広信議員。 

○１番（小久保広信議員） 最後にしますけれども、

もう一回、学校給食のお話をさせていただきます

と、やはり子供たちの思いや声、市民の皆さんの

思い、声、それをしっかりと取り入れた方針をつ

くっていただきたいと思いますし、そういった声

を取り入れる機会をぜひ設けていただきたいと

思うのですが、いかがですか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 我々としましても、やは

り様々な方々の声をお聞きしてということは大

事にすべき観点と思います。なお、様々な方の声

をどのような形でさらにいただけるかというこ

とについては、今御答弁させていただくのは具体

的には難しいと思いますので、考えさせていただ

ければと思っているところでございます。 

○鳥海隆太議長 小久保広信議員。 

○１番（小久保広信議員） しますという答えだと

今ので終わったんですが、ぜひそこは行っていた

だきたい。そうしないと、何かいつの間にか米沢

市の学校給食は自校方式から変わっていったよ、

自校方式がよかったのにという、そういった声が

消えてしまう、そんな気がします。ぜひ、そこを

要望して終わります。 

○鳥海隆太議長 以上で１番小久保広信議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時０９分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ２時１９分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、コロナ禍でも妊産婦に寄り添った支援を、

15番齋藤千惠子議員。 

  〔１５番齋藤千惠子議員登壇〕（拍手） 

○１５番（齋藤千惠子議員） 皆様、こんにちは。

一新会の齋藤千恵子です。 

  初めに、この３月で御退職なされる菅野産業部

長、高野上下水道部長、星野建設部長、渡部教育

管理部長、そして森谷代表監査委員をはじめ、多

くの御退職なされる市職員の皆様に、本当にお世

話になりましてありがとうございました。それぞ

れのお立場で市勢発展に多くの御功績を残され

ましたこと、本当に感謝と御礼を申し上げたいと

思います。どうぞ、今後とも御健康に留意なされ、

ますますの御活躍を御祈念申し上げるところで

あります。本当にありがとうございました。 

  さて、質問に入る前に、先月13日23時７分に発

生した福島県沖を震源とする地震で被害に遭わ

れた皆様に、心からお見舞いを申し上げます。今

回の地震は東日本大震災の余震とのことであり

ました。東日本大震災から10年、いまだ2,500人

以上の方が行方不明のままであり、家族の元に帰

っていないのです。史上例を見ないほど大規模な

被害をもたらした東日本大震災、復興が進んでい

く一方で、再生の道筋がいまだ見えない人たちも

数多くいらっしゃるとお聞きしています。 

  さらに今、新型コロナウイルス禍という未曽有

の誰も経験したことのない災禍に見舞われてい

ます。私たちはどうやったら前に進めるのか、新

たな一歩を踏み出せるのか。今回の質問は、こう

した状況の中でも人と人のつながりを大事に、寄
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り添った施策を実行していただきたい、そんな思

いで質問させていただきます。 

  今日は３月３日、ひな祭り、桃の節句です。現

代ではすっかり女の子のお祭りとして定着して

いますが、もともとは老若男女を問わず、春を喜

ぶ日でした。春をことほぎ無病息災を願い、親が

子の成長を願う行事です。いつの世も親の願いは

子供たちの健やかな成長であります。 

  今回は、未曽有の新型コロナウイルス感染症拡

大が続く中、普通以上に日々様々な制約を感じ、

強い不安感を抱えて生活している妊産婦の方に

特に寄り添った支援が必要と考え、質問させてい

ただきます。 

  小項目１つ目、育児等支援サービス事業の実施

についてお伺いいたします。 

  新型コロナウイルス感染症の流行が続く中、予

定していた里帰り出産が困難になっても、この地

で安心して産前産後期を過ごし、母子共に元気に

新しい命を育むことができるように、また、日中

育児や家事を支援してくれる人がいない妊産婦

の方にも、育児・家事の援助を行って、このコロ

ナ禍でも安心して米沢で出産できるよう、行政と

しての支援を早急に望むものです。 

  現在、本市の母子保健事業として、米沢市子育

て世代包括支援センターにおいて様々な取組を

していることは認識しております。「赤ちゃんを

迎える親講座」、「赤ちゃん訪問」、「健康相談

室」、「おやこ広場」、「もくいくひろば健康教

室」など、地域の専門家と連携し、皆さんの気持

ちに寄り添いながらのサポートをなさってくだ

さっていることに心から感謝申し上げます。 

  特に乳児家庭全戸訪問事業赤ちゃん訪問は、保

健師さんや助産師さんが御自宅に伺っての事業

ということで、とても好評です。「子供の寝かし

つけ方や母乳の与え方などを優しく丁寧にアド

バイスしてくれ、専門の方に相談に乗ってもらえ

て大変心強かった」という声も聞かれます。人と

の接触を減らすことが推奨されている中、対面で

の人とのつながりは貴重でもあります。 

  しかし、このコロナ禍の中では予定していた里

帰り出産が困難となった妊産婦の方に、また実家

などからのサポートが受けづらくなっている妊

産婦の方に、ぜひもう一歩寄り添った支援を考え

ていただきたいと思います。例えば、子育て経験

者が育児や家事のサポートをするなどの育児等

支援サービスの提供を本市でも行っていただき

たいと提案するものです。 

  近くでは、山形市が昨年９月１日より、ＮＰＯ

４団体が実施事業者で実施しております。また、

遠くでは横浜市が育児等支援サービスを利用し

た方の自己負担した費用を助成する方法で令和

２年４月１日より実施しています。いずれも、妊

産婦に寄り添った支援を行っています。ぜひとも、

本市でも早急に支援できる方法を御検討願いた

いと思います。 

  次に、小項目２つ目、オンラインによる保健指

導の実施について質問させていただきます。 

  自宅で安心してオンラインによる保健指導を受

けたり、気軽に相談することによって、より妊産

婦への寄り添った支援の実施を提案するもので

す。妊産婦が直接来庁しなくとも、ビデオ会議シ

ステムを利用して、スムーズにオンラインによる

相談が実施できます。場所の制約もなく、子育て

に関する不安や悩みなどを気軽に相談すること

ができ、子育て世代がより安心できるサービスの

提供はこれからの時代、必須のサービスであると

考えます。 

  行政として、母子手帳アプリを厳選して導入し、

妊産婦にスマートフォンよりインストールして

もらい、予防接種のスケジュール管理、行政から

のお知らせやイベント情報の取得、母子の健康デ

ータの記録、出産・育児に関するアンケートなど、

子育ての一つのツールとして日頃から活用して

もらうのです。 

  現在、３密を避けて乳幼児健診や相談事業が実

施されている中でも、感染に対する不安の声が寄
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せられ、新たな状況に対応した体制の整備も必要

となってきています。スマートフォンを活用し、

手軽に行政からの情報を得ることこそ、今若い世

代の日常に合った施策であると思います。さらに、

オンライン相談サービスを利用することも、感染

リスクを抑え、相手の表情を確認しながら、電話

よりも伝えやすい対面に近いサポートを実施す

ることができます。 

  新型コロナウイルス感染症等の影響により、外

出や対面での相談の機会が減少し、不安やストレ

スを抱える妊産婦をはじめとする子育て世代を

手厚くサポートし、環境変化に合わせ安心、安全

に子育てができるよう、オンライン相談サービス

を始めていただきたいと思います。 

  新米ママが子育ての相談をしようと米沢市のホ

ームページを開けたら、山形県で発信している

「やまがた子育て応援サイト」に飛んでしまった

というお話を伺いました。やはり、いつでもどこ

でも子育ての悩みを気軽に相談できる本市独自

のオンライン相談のシステムの一日も早い実施

を望むものです。 

  新型コロナウイルス感染拡大が続く中、厚生労

働省の発表によると、このコロナ禍で妊娠届が全

国では11％下落、今年の出生数が大幅に減少の見

込みということです。全国的に見ましても、山形

県は特に、４月では香川県に続き8.4％減、８月

には沖縄県、滋賀県に続き15.6％減と、一層少子

化に拍車がかかっている状態です。本市でも同じ

ような傾向かと思いますが、いかがでしょうか。 

  県でも昨年９月補正予算で「コロナに負けな

い！結婚・妊娠・子育てポジティブキャンペーン」

と銘打って、各市町村と一緒に応援していただき

ました。育児のスタートアップ期に母子共に適切

な愛情とケアを受ければ、母子の愛情形成が強固

に築かれ、母親自身が子供に対して愛情深く強い

存在になります。このコロナ禍でも母親自身がこ

の米沢でもう一人産み育てたいと思える施策を

早急に御検討いただき、実施にこぎ着けていただ

きたいと強くお願い申し上げ、壇上からの質問と

させていただきます。 

○鳥海隆太議長 安部健康福祉部長。 

  〔安部道夫健康福祉部長登壇〕 

○安部道夫健康福祉部長 私から、まずは育児等支

援サービス事業の実施についてお答えいたしま

す。 

  本市では、母子保健において、不安感や孤立感

を抱くことなく安心して妊娠や子育てをしてい

ただけるよう、子育て世代包括支援センターを中

心とし、妊娠期から切れ目のない支援を行ってお

ります。 

  妊娠届出時に母子健康手帳交付を行う際には、

母子保健コーディネーターが面談し、妊婦の心身

の体調確認や情報提供を行っております。また、

妊娠期から支援が必要と思われる場合は、電話や

訪問などによる継続した支援を早期から開始し、

不安の軽減に努めているところです。 

  産後は、新生児訪問を全員に実施し、母子の健

康状態の把握や支援を行っております。特に産後

は、分娩後のホルモンバランスの変化に伴い、精

神的に不安定であることに加え、育児への不安も

大きくなる時期であります。孤独の中での育児を

余儀なくされると、産後鬱を発症するなど深刻な

メンタルヘルスの問題が生じやすくなると言わ

れております。 

  このことからも、特に母に寄り添った支援が必

要な時期であると認識しており、新生児訪問後も

必要に応じて医療機関と連携したり、母子保健コ

ーディネーターや養育支援訪問員が電話や訪問

などにより継続した支援を行っております。この

ほか、気軽に参加できる「赤ちゃんを迎える親講

座」や「おやこ広場」などの教室があり、いずれ

も個別の相談に応じております。 

  また、市外から本市に里帰りしている場合も、

本人からの希望により新生児訪問を実施したり、

教室等への参加も可能となっており、本市に滞在

する間、安心して育児ができるよう支援しており
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ます。 

  妊娠・出産・子育て期は、心身の変化、生活の

変化が大きい時期であり、今は問題がなくても、

いつ大きな問題を抱えることになるか分かりま

せん。訪問や相談での面談の機会を大切にしなが

ら、時期を逃さない支援を行うことは重要である

と捉えております。 

  さらに、子育ての負担軽減のため、親子での交

流が図られる場として、子育て支援センターを市

内５か所に設置しています。同年齢のお子様を持

つ母親が集い、共通の悩みなどを話し合える場は、

子育ての不安解消の場となっています。 

  子育て支援センターについては、市内での新型

コロナウイルス感染拡大の際は電話での相談の

みとし、交流の広場は閉鎖しておりましたことか

ら、その間、交流の場の再開を待つ声を多くいた

だいたところです。現在は、人数制限を行いなが

ら利用していただいております。子育て支援セン

ターは人と人との関わりを持つ場として、このコ

ロナ禍にあっては大変重要な役割を果たしてい

ると考えています。 

  加えて、一時預かり事業やファミリー・サポー

ト・センターの預かり事業を活用して、リフレッ

シュを図っていただくことも可能です。 

  本市では、独り親家庭や三つ子以上の多胎児世

帯以外への家事支援の制度はないところですが、

子育ての負担軽減策を講じながら、子育てに関す

る悩みなどに気軽に相談できる窓口を広く設け

ているところです。今後も、妊娠期から子育て期

にわたる切れ目のない支援を行ってまいります。 

  次に、オンラインによる指導の実施についてお

答えいたします。 

  本市では、切れ目のない支援を行う上で、対面

での人と人とのつながりや対象者を含めた家族

支援が大切であると考えております。特に、家庭

訪問は、玄関先でのやり取りであったとしても、

電話や画面越しでは分からない顔色や表情の変

化、家庭の雰囲気などの細やかな情報を把握する

ことができ、また、一緒に生活する家族への支援

もしやすくなります。 

  しかしながら、現状のコロナ禍において、人と

接することは新しい生活様式に配慮しながら行

わなければならないのが現状です。これまでの対

面での人と人とのつながりや家族支援に配慮し

た訪問、面談、電話での相談支援に加え、感染症

予防に対応した新たなツールとして、オンライン

の健康相談は有効であると考えられますので、先

進事例等を勉強してまいりたいと考えておりま

す。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 齋藤千惠子議員。 

○１５番（齋藤千惠子議員） 御答弁本当にありが

とうございました。 

  小項目１つ目、育児等サービス事業の実施につ

いてから再質問させていただきます。昨年の令和

２年４月24日付で厚生労働省子ども家庭局母子

保健課というところからの事務連絡でございま

した。ちょうど緊急事態宣言が発令された後であ

りますが、ちょっとだけ読ませてください。 

  ４月21日、日本産婦人科学会、日本産婦人科医

会の両会より、帰省分娩の予約を既にされた皆様

も、ぜひ予約されている施設と御相談の上、状況

によっては現在お住まいの地域での出産を御考

慮いただきたく存じますという見解が出された

ところでございます。帰省分娩の予定を取りやめ、

現在の居住地で出産を行うこととなった妊婦は、

出産場所の変更により強い不安を抱えることが

想定されます。また、感染予防のために立会い分

娩や面会等を制限するという方針も一部の医療

機関では取られているところであり、新型コロナ

ウイルスの感染拡大に伴い、出産環境も変化して

いる中で、妊産婦は不安を抱えやすい状況となっ

ています。このようなことから、妊産婦の方々に

対して、安心して出産等ができるよう寄り添った

支援を行うなど、特に配慮をする必要性が高まっ

ています。 
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  ということで、国もこうした状況に伴って、昨

年、新型コロナウイルス流行下における妊産婦総

合対策事業というものも推進しております。また、

昨年12月、改正母子保健法が成立・公布されたこ

とは皆様既に御存じのことと存じます。この改正

法は、事業の実施を市町村の努力義務としたこと、

事業自体を初めて法律上で明確化したほか、対象

者を出産後１年以内の母子と明記し、心身の状態

に応じた保健指導や養育に伴うお世話、授乳指導、

育児相談などを行うことや、妊産婦の相談をワン

ストップで受け付ける子育て世代包括支援セン

ターなどの関連機関との連携などが盛り込まれ

ております。ようやく法律で明確化された産後ケ

アの事業であります。 

  本市でも本当にたくさん妊娠期から寄り添った

事業をなさってくださっていることは十分存じ

上げておりますが、本市でいう多子というのは三

つ子以上ということでありまして、実質は育児・

家事のサポート事業はまだ行われていないので

はないかと思うところです。このような初めての

コロナ禍ということで、誰も想定できなかったと

ころに本当に予定していた里帰り出産もできず、

また実家の方に来てもらうということもできず、

不安を抱え、強くその不安感が増している妊産婦

に少しでも解消してもらうようにということで、

育児・家事サポート事業というのが全国あちこち

で始められております。 

  この育児・家事サポート事業というのは、壇上

でも申し上げましたが、様々な方法がございます

が、もし、このようにサポートを必要としている

方が多いとか、そういったニーズ調査などという

ものはなさっていらっしゃるのでしょうか。 

○鳥海隆太議長 安部健康福祉部長。 

○安部道夫健康福祉部長 家事支援につきましては、

ニーズ調査については行っていないところでご

ざいます。 

○鳥海隆太議長 齋藤千惠子議員。 

○１５番（齋藤千惠子議員） 先ほど答弁いただい

たように、妊娠期から寄り添った支援をなさって

いらっしゃるというのは十分分かりましたけれ

ども、やはりこの育児・家事というのは、お母さ

んにとっても初めての、赤ちゃんにとっても、そ

れから家族にとっても初めての方もたくさんい

らっしゃいます。もし、このサービスを行う上で

課題などを把握していらっしゃったら教えてく

ださい。 

○鳥海隆太議長 安部健康福祉部長。 

○安部道夫健康福祉部長 これまでは三つ子という

ことで、多胎児ということで対象としていたとこ

ろでございます。こちらの事業、平成22年度以降

対象者がいらっしゃらないという形で、ずっと執

行はされていないという形でございます。対象者

を広げるということに当たっては、どこまで広げ

たらいいか、あるいはその対象ということで、具

体的にどのような方を対象にすべきかという形

でもやはり今後検討が必要かと思っております。

そういったことで、他自治体でのそういった事業、

そういったものを参考にしながら今後検討して

まいりたいと考えているところです。 

○鳥海隆太議長 齋藤千惠子議員。 

○１５番（齋藤千惠子議員） 早急に御検討いただ

き、先進事例などを参考にしながら実施に向けて

いただきたいと強くお願い申し上げるところで

す。 

  小項目２つ目になります。オンラインによる保

健指導の実施についてというところであります

が、一番手軽なスマホを活用してということで御

提案を申し上げましたが、ここに総務省の20代、

30代の方のスマホの保有率というのが載ってい

るのですが、ちょっとだけ読ませてください。 

  2017年で、20代94.5％、30代91.7％と高い保有

率です。現在はもっと高い率であると推察できま

す。実際のところ、何か分からないことがあれば

スマホを開き、ユーチューブとかネットで体験者

の声を参考にしている若い新米ママがたくさん

いらっしゃいます。もちろん、これは子育てに限
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ったことではありませんが、やはり経験したこと

のない子育てだからこそ、赤ちゃんが泣けば、ま

た何か発疹が出ればどうしたらいいのかとすぐ

に見るのが子育てアプリであります。 

  本当に必要な人に必要なタイミングで必要な情

報を提供できる、こうしたスマホを活用しない手

はないと思うのです。壇上でも申し上げました子

育てアプリを精査して、まずこの子育てアプリは

様々ありますので、ぜひ精査して使っていただき

たいなと思うところでありますが、その点につい

てはいかがでしょうか。 

○鳥海隆太議長 安部健康福祉部長。 

○安部道夫健康福祉部長 おっしゃられるとおり、

様々な種類のアプリが出ていると認識しており

ます。サービスの提供会社によっては機能も異な

っているということでございます。やはり、中に

はその成長記録を簡単につけることができる、そ

れをグラフ化できると。あるいは予防接種のスケ

ジュールを確認できたりと、様々な活用方法があ

るという形で、やはりそういう養育に寄り添った

形でアプリが作られているということを認識し

ているところでございます。こういったようなツ

ールもやはり今後必要になってくるかというこ

とで考えております。こちらもやはり、先ほどと

同様な形になりますが、先進の導入している自治

体、そういったところの実態なども確認して、今

後の検討をさせていただければなと考えており

ます。 

○鳥海隆太議長 齋藤千惠子議員。 

○１５番（齋藤千惠子議員） 壇上でも触れました

が、厚生労働省の発表でも全国的に各自治体が受

理した妊娠届は減少しておりますし、緊急事態宣

言後も妊娠届出数の減少が止まらないという報

道もございました。減少の要因はどのように把握

していらっしゃいますか。 

○鳥海隆太議長 安部健康福祉部長。 

○安部道夫健康福祉部長 コロナ禍ということが果

たしてどれほど大きな影響があるかということ

についてはなかなか分析が難しいところですが、

やはり最近はどうしても減少傾向にあるという

形になっております。具体的な数字で御説明申し

上げますと、10月までの母子手帳交付件数という

ことでございますが、幸いにも令和元年は358件

でございましたが、今年は379件ということで、

この差をどのように評価するかということにつ

いては今ここでは申し上げられませんが、大体横

ばい状況になっているという形でございます。た

だ、全体的にはやはり減少傾向にあるのかという

ことで捉えているところです。 

○鳥海隆太議長 齋藤千惠子議員。 

○１５番（齋藤千惠子議員） これらの兆候がこの

コロナ禍による一時的な現象であってほしいと

思っているところであります。ワクチンが行き届

いて明るい兆しが見え出したら、そこに来るまで

我が国の少子化に加速、拍車がかかることがない

ようにと思っているところであります。ぜひ、で

きることから早急に御検討いただき、実施に結び

つけていただきたいと存じます。よろしくお願い

いたします。 

  以上です。 

○鳥海隆太議長 以上で15番齋藤千惠子議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時５０分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ２時５１分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、西吾妻山×天元台高原×白布温泉エリア

リボーンプロジェクトについて、11番関谷幸子議

員。 

  〔１１番関谷幸子議員登壇〕（拍手） 

○１１番（関谷幸子議員） 櫻田門の関谷幸子です。
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よろしくお願いいたします。 

  先日、アメリカ航空宇宙局ＮＡＳＡは、火星探

査機「パーシビアランス」の火星着陸の映像と音

を公開しました。少しだけ現実を離れ、宇宙への

夢を見させてもらった思いです。 

  私は里山に住んでいるので、今年は特に雪との

闘いで、昨年、雪が降らなかったので、すごく大

雪と感じて大変な思いをいたしました。ようやく

春の日差しを感じてきたところです。 

  新型コロナウイルス感染症でこの一年、全世界

が対策に翻弄されましたが、ようやくワクチンが

開発されて、日本でも２月17日から医療従事者へ

接種が始まりました。今日の新聞では、山形県に

おいても５日から医療従事者にワクチンが接種

されるという記事を読ませていただいておりま

す。高齢者のワクチンは６月いっぱいに自治体へ

発送するとしておりますが、一般の人々への接種

はまだまだ先ではないかと思っております。 

  まして、いまだに都市圏では緊急事態宣言が解

除されておりません。このコロナウイルス感染症

によって多くの企業が打撃を受けました。特に飲

食業、旅館業は厳しい状況です。いろいろなアイ

デアや工夫をして頑張っておりますが、厳しい状

況は変わっておりません。観光業は産業として大

きな役割を担っていると私は思っております。 

  事前に資料を提出しておりますのを御覧くださ

い。これは、宿泊に関係した職種の図式です。質

問に入らせていただきます。西吾妻山×天元台高

原×白布温泉エルアリボーンプロジェクト事業

について御質問いたします。 

  令和２年度重点事業として令和６年までの継続

事業が始まりました。令和３年度においても、市

政運営方針で地域経済の回復成長に向けた取組

をして、にぎわいの創出や人口交流の拡大につな

げるとしております。このプロジェクト２年目を

迎えて、どこまで進んでいるのか。 

  また、東北６県において、４月からデスティネ

ーションキャンペーンも始まります。この一年、

このコロナ禍の中で厳しい状況だったとは思い

ますが、これをチャンスに変えて、持続可能なプ

ロジェクト事業としていくためにも、どのような

政策を考えているのかお聞きしたいです。特に、

この事業は成功していただきたいと私は強く思

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

  壇上からは以上です。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

  〔菅野紀生産業部長登壇〕 

○菅野紀生産業部長 私からお答えいたします。 

  初めに、この西吾妻山×天元台高原×白布温泉

エリアリボーンプロジェクトについて、どのよう

にして地域の活性化につなげていくのか。そして、

どうやって市民を巻き込んで盛り上がりをつく

っていくのかについてお答えいたします。 

  本市では、今年度より、地元及び関係機関、市

が連携し、地方創生推進交付金を活用したリボー

ンプロジェクトに取り組んでおります。このプロ

ジェクトは、令和２年度から令和６年度までの５

か年を事業期間としまして、本市山岳観光の拠点

であります西吾妻山・天元台高原・白布温泉を一

体のエリアと捉え、関係機関が一体となり、ハー

ドとソフトの事業を戦略的に展開していくこと

で魅力あふれるエリアに再生し、にぎわいを取り

戻すことで地域経済を活性化させ、事業終了後も

継続的に発展的に自走できるような体制を構築

していこうとするものです。 

  初年度であります令和２年度におきましては、

令和２年６月にエリア内の全関係者と金融機関

を含む関係団体及び市で構成する事業共同体と

して天元台×リボーン協議会を新たに立ち上げ

まして、事務局体制を整えた上で各種事業への取

組に着手しました。その中で、パノラマ遊覧用圧

雪車キャビンや電動アクティブレンタサイクル

の整備のほか、事業の骨格を固めるため、地域づ

くりの専門家やコーディネーターの下、２年目以

降のプロジェクト運営の指針となります計画策

定を進めてまいりました。 
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  具体的には、専門家を招いた講演会及び勉強会

の開催や住民参加型のワークショップなどによ

る検討を重ねまして、このエリアとして今後向か

いたい未来やターゲット像を明確にした上で、関

係者全員で共有するとともに、それらを実現して

いくための具体的な一つ一つのアクションを整

理したロードマップの策定を今年３月中に完成

させる予定となっております。この過程を通しま

して、今後、事業推進の中心となります地域に暮

らし働く人々が自分たち自身でプロジェクトを

運営していく力を身につけるとともに、地域の資

源や魅力を見つめ直すことで自らの生活、自然環

境、観光を調和させながら、持続可能な地域づく

りを行うための実効性の高い計画を策定できる

ものと考えております。 

  また、この計画策定の過程も含め、このプロジ

ェクトを広くエリア外に向け情報発信すること

も重要であると認識しており、さきに述べました

専門家を招いた講演会につきましては、それ自体

を広報プロモーションの一環として位置づけま

して、エリア外の方でもオンライン配信で自由に

参加できる形式を取りました。その結果、令和２

年12月から計４回開催した講演会には、市内外か

らオンライン配信による視聴も含めると延べ約

430人と多くの参加をいただいたところです。さ

らに、これまでのプロジェクトの進捗状況等をま

とめた広報誌を作成し、関地区及び南原地区への

配布を行うなど、周知活動も徐々に範囲を広げな

がら取り組んでいるところであります。 

  これに加えまして、今後、ウェブサイトやＳＮ

Ｓ等による情報発信についても、専門家の指導等

を受け、地域住民の発想を生かしながら整備充実

を図っていくことを計画しており、これら様々な

媒体を活用しながら、プロジェクト全体の実施状

況や成果の見える化を図り、市民の方をはじめ、

より多くの方へ届けるための情報発信の取組を

さらに加速させ、実施していきたいと考えており

ます。 

  以上のように、今年度は新型コロナウイルス感

染症の影響を受けながらも、プロジェクト全体に

おける準備期として、将来を見据え、エリアの関

係者が一つのチームとなってプロジェクトを運

営していくための基礎づくりを一歩ずつ着実に

進めてきたところです。２年目以降は、これをさ

らに発展させ、エリア外の関心を持つ人々や小野

川温泉などとの連携につなげていくことで、より

重層的な誘客事業を展開することが可能となり、

相互に相乗効果が期待できることから、エリア外

との連携や関係性構築についてもプロジェクト

の重要な取組の一つとして、積極的に推進してい

きたいと考えております。 

  令和３年度の事業計画としましては、温泉街の

シンボルとなります「湯車」の整備をはじめ、誘

客事業や景観形成事業、人材育成事業を本格的に

実施していくこととなっており、この中で成果を

出すことができれば、それがモデルケースとして

他の地域や事業にも波及し、本市全体の活力ある

まちづくりにつながるものと考えております。引

き続き、関係団体が一体となり、事業をさらに推

進してまいりますので、御理解と御協力をお願い

いたします。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 関谷幸子議員。 

○１１番（関谷幸子議員） 大変御丁寧な答弁あり

がとうございました。私から、初めにこのプロジ

ェクトにおいて米沢市の立ち位置というものを

お伺いしていきたいと思っております。先ほど部

長がおっしゃったように、あくまでも行政が主導

でなくて、アドバイザーあるいはオブザーバーで

あって、地元の方々や関係機関が主体になった政

策でないと私は成功しないと思っているのです

が、どのようにお考えでしょうか。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 行政が前面に出るというもの

も、そういう場合も当然必要にはなりますけれど

も、基本的にはやはり事業者の方たち、地域の方
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たちが一体となって力を発揮していただきたい

と思っております。 

○鳥海隆太議長 関谷幸子議員。 

○１１番（関谷幸子議員） このコロナ禍が大変い

い機会だと地元の方は捉えていまして、いろんな

勉強会をなさっております。そこでロードマップ

を作っていたり、ブランディングを検討していた

り、景観形成の検討をしていることはよくお聞き

いたしますが、この地域の地域力というのがどの

ぐらいあるとお考えでしょうか。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 地域力というのは無限の可能

性を秘めていると私は思っております。それは人

が一人ではなかなか達成できないことも、皆さん

が力を合わせることで達成できることが数多く

あるかと思います。そういった意味では、本当に

地域力を、私は期待しているところでございます。 

○鳥海隆太議長 関谷幸子議員。 

○１１番（関谷幸子議員） やっぱり、地域を変え

るには、このプロジェクトに携わる、まず旅館業

の経営者、観光業、それだけではなくて、農業と

か商業、行政もそうですけれども、地域外の人々

と共有をする思いというのが重要だと思います。

また、女性活躍といいますけれども、女性の視点

というのは外せないと思うのです。女性というの

はある程度いろんなお店を探したり、喫茶店を探

したりというのはすごく得意で、男性を連れてい

きます。ここは女性を外さないということで、女

性にはどういうふうにこの計画に参加させてい

くおつもりでしょうか。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 現段階では、白布地区の方た

ちが中心となってまず勉強会をして、将来の戦略

を練っているという中で、勉強会を開催しており

ます。その中で、いわゆる地区の旅館の方たち、

男性がほとんどなのですけれども、そういった方

たちが勉強会をしながらも、第２部的なものでお

かみさんたちが集まって、地域の女性たちが集ま

ってブランディングの勉強をされていると伺っ

ております。そういった中では、女性の視点とい

うものをふんだんに取り込みながら、将来に向け

た戦略策定に取り組んでいると私は伺っており

ます。 

○鳥海隆太議長 関谷幸子議員。 

○１１番（関谷幸子議員） 私、ここで一番気にな

ったのが、食というものが非常に大事だと思うの

ですけれども、食に関わる人、農家でもいいです

し、作る側でもいいんですけれども、話が全然私

の周りには入ってこないんですが、農家なり小売

店なりの食に関する人たちを関わらせるにはど

ういうふうなことをすればよろしいのかとお考

えでしょうか。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 御指摘のとおり、現在のとこ

ろリボーンプロジェクトの中で具体的に地元の

食を活用した事業の計画は持っておりませんけ

れども、本市におきましては、例えば南原地区の

中では関地区や周辺地域におきまして、そばや地

元の様々な自慢できる食がございます。そういっ

たものを結びつけていきたいと考えております

ので、情報を共有することが非常に大事だという

ことで、情報をリーフレット等でお配りして共有

を図っているという段階でございます。 

○鳥海隆太議長 関谷幸子議員。 

○１１番（関谷幸子議員） 食べ物は、やっぱりす

ごく五感で感じるというか、匂いもそうですし、

味もそうですし、いろんな見た目とかそういう視

覚もそうですし、いろんなものに関わってくると

思って、例えば旅に行っても、おいしいものを食

べてくると、そこで、あっ、あそこのラーメンが

おいしかったというのがすごく印象に、私の場合

ですけれども残るんですよね。だから、天元台に

行ったら、あそこの山に登って確かに自然、すご

くきれいです。緑もきれいです。冬は冬できれい

ですけれども、あそこでバーベキューしたよねと

いうような、そういう食というのは非常に大事だ
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と思っております。この食にかける時間と真剣に

食に取り組むかが私は課題だと思っております。 

  それと、米沢には食文化というのが昔からあり

ます。伝統野菜もそうですし、いろんな食べ物で

もそうですし、郷土料理というのもたくさんある

と思うのですね。そこをいかに掘り起こしていく

か、いかに人々を巻き込むか、いかに市民を巻き

込むかというのが非常に重要になってくると思

うのですけれども、どうお考えでしょうか。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 先ほどお答えしましたとおり、

関地区におきましては、農家民宿によるそば打ち

や郷土料理作りなどの体験があって、地元の食を

活用した様々な事業の実績があるということを

承知しております。そういったものを今後リボー

ンプロジェクトの中で織り込みながら、地域の方

たちと一緒になってそういった食の文化、米沢の

伝統ある食文化を伝えていけたらと思っている

ところでございます。 

○鳥海隆太議長 関谷幸子議員。 

○１１番（関谷幸子議員） やっぱり、ほかに行っ

ても、あそこのお菓子がおいしかったと。あそこ

のケーキがおいしかった。コーヒー一つでもあそ

こで飲んだコーヒーがおいしかったというのは

非常に印象に残ることだと思いますので、ここは

ぜひ頑張っていただきたいと思います。 

  それと、地元の方の勉強会において、ロードマ

ップ、それからブランディング、景観形成、いろ

んなことをやっておりますが、このロードマップ

はどういうふうに今後していくかということを

今勉強している最中だと思うのですが、このブラ

ンディングの中で天元台、白布温泉、関地区、あ

と米沢全域の市民の方々、共通するキャッチコピ

ーというんですか、ロゴというか、その思いとい

うのはつくるとか、やってみようかというのはあ

るのでしょうか。 

  私、いつもＪＲで、行こうぜ、東北だっけか、

行ってみましょう、東北ではぴんとこないね。行

こうぜ、東北が、若い特に女の子が言うというの

は非常に心に感じるものがあるんです。だから、

そういうものを今後この地域の皆さん、関わって

いる方、応援してくださる方、全員でいろいろ検

討しながらつくっていくということは、お考えが

あるのでしょうか。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 先ほど壇上からお答えしまし

たように、ロードマップの策定、３月中にという

ことで、今月中にということでお答えしました。

その中で決めていくかどうかは別としましても、

やはりキャッチフレーズ、一言で人に思いを伝え

ることができるキャッチフレーズというのは大

事かと思います。御提案いただきましたそういっ

た御意見も参考にしながら検討してまいりたい

と考えております。 

○鳥海隆太議長 関谷幸子議員。 

○１１番（関谷幸子議員） 今ほど部長もおっしゃ

ってくださったように、その情報発信なのですが、

なかなか地元の方は頑張っているんですけれど

も、その周辺の人に聞いても、このリボーンプロ

ジェクトって、リボーンプロジェクトなんですけ

れども、「リボンプロジェクトって何、リボン結

ぶのか」とか、一般市民には全然私の感覚では今

のところ通じていないと、発信していないと、皆

さん関わっていないと思うのですけれども、やっ

ぱり全員が全員関わるというのではないのです

けれども、これは市の予算でやっているわけです

から、市民がみんな、いや、米沢いいところだよ、

特に白布、天元台もいいところだよという思いが

ないと成功しないような気がするんです。 

  関心がある方、特に応援してくださる方だけで

もいいですから、情報発信というのは非常に大事

なことだと思います。何しているか分からないん

だよなんてよく聞きます、後で計画実行してから。

だから、最初からこういうことをしていますとい

う声かけを皆さんに市民一人一人に伝わってい

ないと、みんなが参加するわけではなくても、こ
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ういうことをやっているのだという思いがない

と、やっぱりそこだけの計画で終わって、令和６

年になって事業が終わりました、はい、終わりま

したでは何の意味もないと思うのです。やっぱり、

最初は点、点から線になって、後は面になって、

本当に来てくれる方を大事にして、声を出して、

よく来てくださったわねというようなことをす

るにはどうしたらいいとお考えでしょうか。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 観光の基本は私、人だと思っ

ております。やはり人がしっかりとお客様をもて

なす、それが大事だと思っております。そのため

にやはり情報を共有することが非常に大事だと

思っております。今年度は戦略を策定する段階で

して、新年度から積極的に発信して、お客様をお

迎えできるような体制づくりにしていきたいと、

地元の方、協議会の方たちも皆さん頑張っていら

っしゃるので、御意見を参考にさせていただきま

して、しっかりとお客様をお迎えできるようない

い事業にしてまいりたいと考えております。 

○鳥海隆太議長 関谷幸子議員。 

○１１番（関谷幸子議員） 今の部長の答弁を聞い

てほっとしました。やっぱり、人だと私も思いま

す。自分の地域のことで申し訳ないのですが、ほ

たるまつりってあるのですけれども、やっぱり今

しか見られないと、ここでしか見られない、ここ

でしか食べられないと。今はお取り寄せというの

がはやっていますので、特にこのコロナの時期は

そういうおうちにお取り寄せはあると思うので

すけれども、やっぱりここだけにしかないんだよ

というのを売りにするのも大事だと私は思うの

ですけれども、特に３つ目、ここだけでしか見ら

れない、今しか見られない、あとはやっぱり人だ

と思うのです。 

  だから、その辺をよく部長分かっていらっしゃ

ると思って今答弁を聞きましたので、そこに力を

入れて、そして何やっているか分からないという

んではなくて、参加しなくてもいいから、いや、

米沢市では今こういうプロジェクトをやってい

るんですよということを本当にどうして皆さん

に知らせたらいいのかということを、やっぱりオ

ンラインとか、いろんなアプリとかありますけれ

ども、なかなか御年配の方はそこまで見ないし、

お忙しい方は興味がないとほとんど見ないと思

うのです。だから、そこをどうやってつなげて皆

さんに共有していただくかというのはどうした

らいいか、お考えでしょうか。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 先ほども若干、御説明申し上

げましたけれども、様々なプロジェクトをまとめ

た、進捗状況をまとめました広報誌を作成して、

地域の方たちにお配りするとともに、ウェブサイ

トやＳＮＳの情報発信も、今後専門家の指導を受

けながらしっかりとしたお伝えできるような体

制を整えていきたいと考えておりますので、ぜひ

興味関心を多くの方に持っていただけるように

頑張っていきたいと思っております。 

○鳥海隆太議長 関谷幸子議員。 

○１１番（関谷幸子議員） 私、先日白布に行って

その資料、今こういうことをやっているんですと

いう資料をもらってきました。でも、私の周りで

観光に関する人も、これを見た人はおりませんで

した。これは非常にいいことが書いてありますし、

本当に専門の方からの講演会なり、プロジェクト

を進めるに当たってのアドバイスなり、非常によ

く書いてありますけれども、皆さん知らないと宝

の持ち腐れではないかと思うんですよね。 

  だから、何遍も言って申し訳ないけれども、こ

ういうものを本当に発信しているのかというの

が非常に疑問なのですよ。だから、ここにいる議

員の方たちだって、多分行っていないし知らない

と思います。だから、そこら辺からもやっぱり市

の職員からでもいいですから、こういうことを今

白布でみんな頑張ってやっているのだというこ

とを、どうしたら知らせてもらえるのかどうかが

非常に私は課題かと思うんですね。やっぱり、一
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人が通じれば、またその一人の人につながると思

うのです。だから、より周りの人にだけでも声が

けというのをぜひしていただきたいと思います

けれども、いかがでしょうか。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 繰り返しになりますけれども、

今年度は戦略策定の時期ということで、その過程

についての情報を地域の方たちにはお示しする

ところでございますけれども、戦略やプロジェク

トの方向性がしっかりと固まりましたら、広く発

信していくということを検討しておりますので、

多くの方たちにお伝えできるように頑張ってま

いりたいと思っております。 

○鳥海隆太議長 関谷幸子議員。 

○１１番（関谷幸子議員） それはすごく強く私と

しては希望いたします。 

  それと、菅野部長におきましては、今回が最後

となります。今まで本当に御苦労さまでございま

した。今まで培ったノウハウをぜひ今後、この米

沢市のためにお力添えしていただければ幸いと

思います。 

  私からの提案、これでおしまいにいたします。 

○鳥海隆太議長 以上で11番関谷幸子議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時１８分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ３時２７分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ここで、あらかじめお諮りいたします。 

  本日の会議が定刻の午後４時まで終了しない場

合、会議時間を日程終了まで延長することにした

いと思いますが、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○鳥海隆太議長 御異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議が定刻の午後４時まで終了

しない場合、会議時間を日程終了まで延長するこ

とに決まりました。 

  次に進みます。 

  一つ、平和通り（市道門東町三丁目中央一丁目

線）の一方通行解除に向けた課題は何か、12番遠

藤正人議員。 

  〔１２番遠藤正人議員登壇〕（拍手） 

○１２番（遠藤正人議員） 令和３年３月議会一般

質問、櫻田門の遠藤正人でございます。 

  まずは、このたび３月末で御退職なされる部長

さん方々、大変長らくお疲れさまでございました。

たしか採用は昭和58年、1983年組でいらっしゃる

優秀な先輩方でいらっしゃると。その年には地方

統一選挙もございましたので、その際に当選され

た方は今の中川市長であったり、山村明先生でな

かったかなとうっすらと記憶しております。 

  このたびは、平和通り（市道門東町三丁目中央

一丁目線）の一方通行解除に向けた課題は何かに

つきまして質問をさせていただきます。 

  現在の平和通りを見てみますと、日中などは人

の姿が少なく、昔はあれだけの人波があったのに

と思うばかりです。今後の米沢市のまちづくりの

ためにも町なかににぎわいを取り戻せるように

という思いがありまして、このたび質問させてい

ただきます。 

  去る代表質問の初日には、中心市街地活性化に

つきましては、明誠会の木村芳浩議員が熱く質問

をなされておられました。大変勉強になりました。

やはり、まちのにぎわいを創生するには、少なく

ても３つ以上の要素が必要と考えます。１つには、

交通インフラの整備、２つには市民の意見を交え

てのまちの機能や町並み整備の計画、３つにはそ

のまちの建物等が老朽化した場合の再開発やリ

ニューアルするために民間投資を呼び込むため

の新たな町並み整備が進むような公的資金や補

助制度の活用が欠かせないわけです。 

  さて、現在は新型コロナウイルス感染症のため、
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景気浮揚策としての公的資金投入による国のメ

ニューが数多く出されております。考えようによ

っては、ピンチはチャンスで、少し機転の利いた

政策を本市が打ち出せば、予想以上の効果が出る

ように考えます。そのように考えるのは私以外に

もおられるような気がいたします。 

  そういった中で、このたびは１つ目の交通イン

フラ整備に関する平和通り（市道門東町三丁目中

央一丁目線）の一方通行解除について質問させて

いただきます。 

  まずは、この一方通行が歴史的にどのような経

過で米沢市が取り入れたのかを少し調べたとこ

ろ、昭和の時代のバイコロジー運動から始まり、

本市が全国でも自転車保有率が高かったことが

あり、また一方、自転車のマナーの悪さの問題や

交通事故増加問題があり、一方通行反対の市民運

動もあったようですが、昭和49年10月20日午前７

時から延べ10.35キロメートルの一方通行が実施

されたわけです。 

  私は、その当時は桂町の弁天通りの小さな店の

息子でしたから、今日から一方通行が始まったと

大人の人たちが何かしら話をしていた様子をか

すかに記憶しております。 

  その後も、年号も平成に替わり、平成４年に国

民体育祭・べにばな国体が本県で開催されること

となり、一方通行解除に向けて国体関係団体、市

民から要望が強まり、山形県公安委員会も一方通

行を見直す必要に迫られ、現在の旧大沼デパート

前十字路から元篭町通り十字路間の路線を除き、

全て解除されて現在に至ったわけであります。 

  さてそこで、去る１月29日開催の市議会市政協

議会におきまして、旧大沼デパート解体に関して

の一方通行解除に向けた検討に関する説明があ

りました。また、そこでは民間事業者から市への

一部土地の譲渡のような内容もありました。 

  もう既にあれから40年、そしてべにばな国体か

らも30年近く経過し、その間の中心市街地活性化

に向けた取組も幾度となくなされてきたわけで

ありますが、現在の平和通りは残念ながらまちの

にぎわいからは程遠い状況である中で、今後、平

和通りに民間からの投資を呼び込むためには、交

通インフラ整備の一部といいますか、早期の一方

通行解除が必要と考える見地からお尋ねいたし

ます。 

  まずは、一方通行解除は中心市街地の活性化に

向けた公共交通規制施策の一つであり、一方通行

解除に向けて現状の課題を明らかにすることか

ら手がけなければならないと思いますが、市当局

は、平和通り（市道門東町三丁目中央一丁目線）

の一方通行解除に向けて課題は何であるか、そし

て平和通りの今後の在り方や一方通行解除は現

在の市の方針、各種計画の中でどのような位置づ

けをされているのか、現在の御認識をお尋ねいた

します。 

  また、旧大沼デパート解体により、一方通行解

除を進める場合には、どのような影響や効果があ

るのか、お尋ねいたします。あわせて、土地所有

者との交渉の中で出た土地等についての内容な

ども、分かる範囲でお聞きできましたら幸いです。 

  さらに、現在の平和通りの市道につきましては、

都市計画道路の網かけがなされておりますが、一

方通行解除に向けて検討する場合、都市計画道路

との関わりで何か支障がないものかお尋ねいた

します。 

  以上、壇上からの質問を終わらせていただきま

すが、何事も大事業をなそうとするときは、すば

らしい計画ももちろん大切ではありますが、その

事業に関わる関係者、協力者、そしてタイミング

といいますか、グッドタイミングが必要でしょう。

そのときに歯車がかちっとかみ合ってぐるぐる

回るように、そして、エンジンとなる行政や民間、

商工界の方々のそういったところのエネルギー

でこのまちがよくなると思いまして、当局からの

真摯な御答弁を期待しながら、壇上からの質問を

終わらせていただきます。 

○鳥海隆太議長 星野建設部長。 
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  〔星野博之建設部長登壇〕 

○星野博之建設部長 平和通りの一方通行解除に向

けた課題は何かについてお答えします。 

  初めに、（１）市の方針、各種計画の中で現在

どのように位置づけられているかでございます

が、令和２年12月に策定・公表しました米沢市都

市計画マスタープラン及び米沢市立地適正化計

画におきましては、平和通りに位置する都市計画

道路米沢駅元篭町線の整備方針として、魅力的で

利便性の高い商業空間等を創出するため、商業・

観光交通軸として整備を図るとしております。 

  今後の在り方については、本来であれば都市計

画道路として整備することが望ましいところで

ございますが、大型建築物が連担している現状か

らは膨大な事業費が伴うことから、現在の市道幅

を最大限に活用し、建設コストをできるだけ抑え

た整備のやり方で一方通行規制の解除ができな

いかどうか、米沢警察署などと協議を行いながら、

その可能性について模索してきたところでござ

います。 

  次に、（２）旧大沼米沢店の建物解体により一

方通行解除にどのような影響や効果があるかに

つきましては、ナセＢＡ交差点から西側の主要地

方道米沢猪苗代線までの延長約140メートル区間

については、道路幅員が比較的確保されているこ

とから、現状の道路幅員の中で対面通行ができる

設計内容で、交通管理者である米沢警察署や地元

商店街と協議を行っており、一方通行規制の解除

に向けて道路環境整備を進めてまいりたい。 

  次に、ナセＢＡ交差点から東側の旧大沼米沢店

交差点までの延長約180メートル区間につきまし

ては、米沢警察署より示されている対面通行に必

要な道路幅員12メートルを確保する必要がある

のに対し、ほとんどの区間で道路幅員を満たして

ない状況となっております。そのため、この区間

につきましては、必要な道路幅員を確保すること

が一方通行規制の解除を進める上で大きな条件

であると考えているところでございます。 

  そのような中、老朽化したアーケードが撤去さ

れ、今後は旧大沼米沢店の解体の計画が示され、

新たな土地利用計画があることを好機と捉え、一

方通行解除に向けて必要となる道路用地の取得

について、事前に土地所有者に協力をお願いして

いるところでございます。 

  なお、令和３年度の当初予算に調査測量設計費

を盛り込んでいるところでありますので、新年度

の調査設計業務の結果を踏まえながら、土地所有

者と詳細について協議を進めてまいりたいと考

えております。 

  また、この区間の一方通行規制の解除ができる

かどうかなど、交通規制解除につきましては交通

管理者である山形県警本部になり、最終的な判断

は山形県公安委員会の所管事項となりますが、現

段階において米沢警察署からは、一方通行解除に

は道路幅員の確保だけでなく安全対策など総合

的に勘案して判断することになる旨の御意見を

お聞きしているところでございます。 

  このほか、旧大沼米沢店交差点に接続していま

す主要地方道米沢停車場線などの管理者である

山形県とも十分な協議が必要となってくるもの

と思われます。 

  平和通りの一方通行規制解除の実現に向けては、

様々クリアすべき課題もございますので、今後と

も関係機関と協議を重ねながら進めてまいりた

いと考えてございます。 

  次に、（３）都市計画道路との関わりについて

でございますが、米沢駅元篭町線につきましては、

米沢駅から主要地方道米沢猪苗代線までの延長

1,610メートル、幅員20メートルの都市計画道路

として計画決定されている路線で、旧大沼米沢店

付近につきましては、現道から南側のほうに拡幅

する計画となっているところでございます。 

  このたびの一方通行解除に関わる事業は、旧大

沼米沢店側、現道の北側の拡幅となり、都市計画

道路とは異なる整備となりますが、あくまでも交

差点部の安全・利便性の向上を目的とした暫定的
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な整備であることから、都市計画の変更は必要な

いものと考えているところでございます。 

  私からは以上でございます。 

○鳥海隆太議長 遠藤正人議員。 

○１２番（遠藤正人議員） 御答弁ありがとうござ

いました。私もこの昭和49年以降の一方通行につ

きましていろいろ調べてみまして、そこでそれを

解除するに当たってどういった対応をしたかと。

そうしますと２つありまして、大きく。１つは、

物理的な問題、道路の幅員や何やありますけれど

も、根本的には山形県の公安委員会との交渉とい

いますか、それが大変ハードルが高かったという

事実が分かりまして、では公安委員会はどういう

所感であったのかと。今、星野建設部長からも御

答弁いただきましたけれども、いうならば交通事

故ですよね。そうしますと、その件数やら何やら

なわけですけれども、現実的に、今の旧大沼デパ

ートの西側のところによる交通安全の確保等で、

解除できない理由は実際にそんなにあるのかと

普通思うわけです。そこでお聞きします。最近、

公安との交渉はどれぐらいなさっていらっしゃ

いましたか。 

○鳥海隆太議長 星野建設部長。 

○星野博之建設部長 公安委員会との最近の協議と

しましては、旧大沼米沢店の所有者から解体の計

画が示されて、新しい店舗計画があったと。その

際、先ほどもお話ししたのですけれども、やっぱ

り土地の所有をいただく旨で、例えば右折レーン

が必要かどうかということも踏まえまして、すみ

ません、日にちはちょっと覚えていないですけれ

ども、１月ぐらいには公安委員会とお話しさせて

もらったという状況でございます。 

○鳥海隆太議長 遠藤正人議員。 

○１２番（遠藤正人議員） 私は壇上からの質問で、

市の計画でどのような位置づけになっています

かとお聞きしまして、もうちょっと詳しくいただ

きたかったところがありますが。まだデパートそ

のものが商業活動をしていたときには、やはりあ

のデパートがあるから幅員の問題でデパートの

移転は難しいから、やはり道路の南側のところに

都市計画道路をかけて、その中であそこの中心市

街地を活性化しようというのが本市のずっとと

いうか、最近までの計画だったわけです。 

  今回、チャンスといいますか、大変いいチャン

スが来たわけですから、そこで先ほどの都市計画

道路の網かけとの関連性はどうかと。支障ないと

いうのであれば、もうすぐさまできる話ではない

かと私は思うわけです。そこで、物理的な問題で

幅員12メートルという話がありまして、私も現場

に何回も行きましたけれども、たしかあそこの旧

デパート、今ケヤキの木はもう切ってあるんです

ね、あそこね。ですけれども、そこのところを上

手にすればと思えば、今たしか市の都市整備課で

出している図面等では11メートルくらいはもう

幅員があるはずではないかと思うのですね。 

  今日、朝、質問だからということで、ぐるっと

あそこを回って、電柱の本数とかも数えてきまし

たけれども、場合によっては市民文化会館北側の

通りなんかは遊ゆうロード毘なんていうことで

整備、過去にされていますけれども、やはり何か

しらその電柱の地中化とかすればもうすぐでき

る話だと思うのですけれども、その中で大変よか

ったなと思うのは、令和３年度の新年度予算に調

査費が入っていると、今日初めてお聞きしました

けれども、ぜひその調査を含めてもう速やかにし

ていただきたいと思います。なぜかといいますと、

この間の大変失礼ですけれども、明誠会の木村議

員がもうチャンスだと。もうほかのみんな商業団

体の方ももういろいろしたいんだというこうい

ったときに、一丸となるにはいいきっかけが一方

通行解除ではないかなと思うんです。 

  そこで、これは酷な質問かもしれませんけれど

もお聞きしたいんですが、それでは何年後、いろ

んなクリアをして令和何年くらいに旧大沼米沢

店から市立図書館、ナセＢＡまでの交差点、そし

て西側のほうは間もなくできるとありましたけ
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れども、あと何年くらいで解除になるか、この見

通しなんかは市でお持ちですか。分かればお答え

ください。 

○鳥海隆太議長 星野建設部長。 

○星野博之建設部長 今現在は、ロードマップとい

うか、予定に関しましては持ち合わせていないと

ころでございますけれども、まずは来年度の調査

費に関しましては、都市再生整備事業のほうから

頂戴すると考えていますので、５年間でその補助

が切れるということもございますので、その５年

間の中でもしできれば最高かとは個人的には思

っております。 

○鳥海隆太議長 遠藤正人議員。 

○１２番（遠藤正人議員） ありがとうございます。

私も壇上からの質問の中で、今、新型コロナウイ

ルス感染症で景気が本当に厳しくて、それを浮揚

するためにいろんな補助をばんばんメニュー化

しているわけですよ。それも使って、併せてジョ

イントしてぐっとやるような、それが必要ではな

いかと。そのためには５年後、10年後なんてやっ

ぱり待てないわけですよ。今もうやりますよと、

もうやるから民間の方々は解除後のまちのデザ

インを考えながら、民間投資したらどうでしょう

かという、そういった市民といいますか、投資と

いうか、店をやりたいとか、そういった方々に情

報提供したほうがいいのではないかと思うんで

すね。 

  というのは、役所だけの公的資金だけであそこ

を全部やろうとするのはなかなかこれはできな

いんですよ。民間のやる気のある方が経済産業省

だとか、国交省だとか、そういったところのメニ

ューを使って、あとはそれこそ日本政策投資銀行

さんではないけれども、そういったところから融

資を得てどんとやると。そこで商業団体もやりた

いんだという気持ちの話が出たから、こんないい

話はないのではないかと思いますけれどもね。そ

ういったところは、これは建設部長、まちづくり

の観点からしてもこれは大切だと思いますけれ

ども、所管の部長、何かそういったことに関して

御意見というか、御回答いただければありがたい

です。 

○鳥海隆太議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 平和通りの一方通行解除

については、まちづくりの観点からも非常に重要

な課題だと思っておりますので、全庁的に検討し

てまいりたいと思っています。 

○鳥海隆太議長 遠藤正人議員。 

○１２番（遠藤正人議員） 調査費の話が出ました

から、それでいい調査をしていただいて、いち早

く市民の皆さんにお知らせできるようなことを

要望します。 

  そこでちょっと話が変わりますけれども、歴史

を調べるために、1961年、昭和36年のその当時の

住宅地図、市立図書館、ナセＢＡの郷土資料館か

ら写しを頂いてきましたけれども、その中でいろ

いろ拾ったところ、やはりにぎわいというのは土

日も含めてなんですけれども、やっぱり土日開い

ているお店が必要なわけで、こう見ますと、私ち

ょっと記憶ないんだけれども、ちょうどその旧デ

パートのところにはお菓子屋があったんですね。

お菓子屋があって、その隣に酒屋があって、食堂

があって、ずっと行って薬局があって、その反対

側には今もありますかね、写真屋、瀬戸物屋、中

華料理屋、そして何か大人が行く居酒屋のお店と

かね。そういうのがあったわけですよ。 

  やっぱりそうすると飲食、飲んで食べて、私な

どは実は桂町という話を言いましたけれども、本

籍地は松が岬３丁目なんですけれども、興譲小学

校ですから、小学校から家に帰らないで反対側の

東側の桜木町まで遊びに行って、そして帰る毎日

だったわけですけれども、そうすると必ずあの辺

の本屋の前を通ったり、あちこち騒いで鼻をこす

って遊んだ子供だったのですけれども、やっぱり

そのにぎやかさというのは、飲食店があったり、

お店屋があったり、ウインドーショッピングがで

きるようなところがあったわけですね。 
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  ただ、先ほどの皆さんの質問をお聞きすると、

今はそういう時代ではないと言いながらも、中に

はお客さんがいなくても通販とかネット販売で

ばんばん売上げをして店構えをしていると。そう

いうところの拠点にも十分ここはなり得るとこ

ろでしょうから、そのためにもやはり一方通行解

除が早々に必要かと思います。 

  参考までに、私はこの地図を見て、ああ何だ、

市役所というのはあそこのナセＢＡのところに

あって、その向かいに水道部があって、その後ろ

に公会堂や税務署やいろいろあったんだと。その

間、五、六十年の間に米沢市の計画の中で市役所

を金池へ移して、環状線を造って、あと国の大規

模店舗法の新たな法律改正等があって、車社会の

中で出たわけですけれども、やっぱりそういった

ところを見据えて現時点があるわけですから、過

去はこれは否定できませんから受け入れて、今後

本市のまちづくりの進め方として、さっき３つく

らいやっぱり、交通インフラとか、いろんな投資

とか、３つくらい必要だといいますけれども、で

あればまちの機能をやっぱり変えるようにしな

ければいけないと。そのためにはどうしても車で

行かなければいけないんです。ですから、山形新

幹線があって、中央で仕事をして宿泊して帰ろう

かというときに、真っすぐハイヤーといいますか、

タクシーで行けなくてぐるっと回ってというと、

やっぱりこれはいま一つですよね。 

  あとね、私、公安だから、お巡りさんだから、

あんまりなことは言えないでしょうけれども、最

近ですけれども、県外ナンバーの方がやっぱりあ

そこで迷っていたんですね。そうしたら、白と黒

のツートンの車が追っかけていたもんですから、

これではね。いや、多分、ここは危ないですから

こうですよというアドバイスだけならいいんで

すけれども、万が一それで切符なんか切ったら、

二度とこのまちに来るもんかと思うのが人情で

はないかと思うような、心配をしたんですよ。 

  ですから、その交通事故は安全安心のまち、私

たちはそのことを宣言してやらなければいけな

いと思っていますから、それは交通事故を起こさ

ない、それに遭わないというのは大切なわけです

けれども、十分な交通安全の下、私たち一丸とな

って進めるから、何とか公安委員会の方に早めに

交渉いただけませんか。今後、交渉するというの

はどういった手続が必要か、お分かりであれば教

えてください。 

○鳥海隆太議長 星野建設部長。 

○星野博之建設部長 まず、公安委員会と協議する

前には、来年度、測量設計を発注しますけれども、

こういうことを考えていると、こんな感じで一方

通行解除はどうでしょうか。また、道路幅員の確

保も協力いただきながら、所定の幅員が確保でき

る、歩道も確保できるというようなことの条件を

もって、まずは協議したいと考えてございます。 

  あと、公安委員会では、やっぱりこのことをや

ったからもうすぐに一方通行解除という方針で

はなくて、やっぱり整備した後に一回その状況を

見ながら、安全性を確保できるのであれば一方通

行解除という方針でございますので、その辺もで

きるだけ早く協議を進めながら、その方向性、ま

た整備方針について協議してまいりたいと考え

てございます。 

○鳥海隆太議長 遠藤正人議員。 

○１２番（遠藤正人議員） ぜひよろしくお願いし

ます。先ほども壇上から申し上げましたが、あれ

は本市の歴史の資料からちょっと引用させてい

ただきましたが、国体のときも国体関係団体とか、

市民からの要望が強まりと。ですから、その要望

がないと行政が動かないではなくて、このタイム

リーなときにすぐやるのが今どきではないかな

と思いますので、ぜひ共に汗をかいて骨を折って、

このまちのために邁進させていただきたいと思

いますので、公安というとなかなかいろいろ手続

が大変だということをお聞きしますけれども、市

長はじめそういったところも何とかお願いした

いところであります。 
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  私からは要望で、これで終わらせていただきま

す。ありがとうございました。 

○鳥海隆太議長 以上で12番遠藤正人議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時５６分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ３時５７分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、新型コロナウイルス感染症対策について、

10番堤郁雄議員。 

  〔１０番堤 郁雄議員登壇〕（拍手） 

○１０番（堤 郁雄議員） 櫻田門の堤郁雄です。 

  櫻田門が３人続きましたけれども、一番最後と

いうことで、それとともにこの本会議場での代表

質問、一般質問の本当の最後を担当することにな

りました。議員になって10年間、この本会議場で

様々な質問をさせていただきました。いろんな思

い出もございますけれども、名残惜しいと思う反

面、また新たなところで一から質問していきたい

と思っております。 

  それでは、質問に入りますが、今般の定例会で

も新型コロナウイルス関連の質問が多く出され

ておりますけれども、時間的な制約もありますの

で、私からは焦点を絞った質問をさせていただき

ます。 

  昨年の年が明けた頃から新型コロナウイルスの

感染拡大が続き、山形県内においても米沢に来て

いた方が最初の感染者となり、４月に全国的な緊

急事態宣言が発令され、以後一旦少なくなった感

染者も宣言の解除以降は再拡大し、二度目の緊急

事態宣言の発令、そして現在に至っているわけで

すが、ここ最近は東京都など首都圏の感染者も減

っているようには思いますけれども、今月７日に

緊急事態宣言の最後になりますけれども、宣言が

解除されるのか、解除されてもその後の感染者数

がどうなるのか、目が離せない状況ではあります。

どちらにしてもワクチンの接種率が上がるか、薬

ができなければ根本的な解決にはなりませんの

で、今後もウィズコロナの中で生活していかなけ

ればならない状況です。 

  そこで、まず最初の質問は、ＰＣＲ検査の現状

についてお聞いたします。ＰＣＲ検査は保健所や

県が主体となって行っておりますけれども、本県

の場合、感染が疑われるような状況になった場合

に、ほかの地域より広範に検査を行っているとお

聞きしております。具体的に検査の現状について

どうなっているのかお聞きいたします。 

  次に、感染者が出た場合、それ以上に感染を広

げないということが肝要です。老人介護施設など

でクラスターが発生した場合、濃厚接触者にＰＣ

Ｒ検査をしていると思いますが、一度だけの検査

では感染を封じ込めることはできないのではな

いでしょうか。というのも、一度ＰＣＲ検査を受

けて陰性とされた人がその後陽性になる場合が

増えているように思うのです。検査の後で感染す

るという場合もあるでしょうが、感染初期は検査

に引っかかるほどのウイルスの増殖がないとい

うこともあるのではないでしょうか。 

  これら検査をすり抜けたいわゆるキャリアの人

たちが感染を広げる原因にもなっていると考え

ます。これらを見逃さないようにするには、一度

だけのＰＣＲ検査ではなく、同じ職場、同じ施設

内での毎日、あるいは１日置きぐらいで継続した

検査をすべきと思いますが、県ではこのような検

査を行っていないのでしょうか。行っていないな

らば、本市独自の取組として行うことができない

のかお聞きいたします。 

  最後になりますが、学校施設を利用してスポー

ツの団体などが活動しています。手指消毒はもち

ろんですが、使い終わった後にボールや用具を全

て消毒するように求められているとのことです。
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感染拡大予防の観点から当然やるべきことと思

いますが、ボールの一個一個からネットのポール

や、果てはスリッパの裏まできれいに消毒させら

れているそうです。当然、毎回ですから、消毒液

の使用量も相当のものになりますし、全てその個

人や団体が自己負担で買ってきているわけです

から、トータルすれば年間何万円にもなっている

そうです。地区の体育協会が負担しているところ

もあるようですけれども、今後も全て自己負担で

やるべきと考えているのか、あるいは何らかの支

援を行うことができるのかお答えいただきたい

と思います。 

  私の壇上からの質問は以上です。 

○鳥海隆太議長 安部健康福祉部長。 

  〔安部道夫健康福祉部長登壇〕 

○安部道夫健康福祉部長 私からは、ＰＣＲ検査の

現状についてお答えいたします。 

  山形県が公表している資料によりますと、県衛

生研究所や保健所の県関係機関、県内の診療・検

査医療機関において、令和２年１月31日以降、Ｐ

ＣＲ検査を実施しており、平均しますと１日当た

り約44人、多いときでは最大で１日400件を超え

る検査が実施されております。 

  ＰＣＲ検査の実施人数については、令和３年２

月24日現在、県関係機関の検査人数は7,107人、

医療機関の検査人数は１万181人、合計で１万

7,288人となっております。 

  また、本市としましては、令和２年12月30日か

ら令和３年１月３日までの年末年始の期間、発熱

患者の診療やＰＣＲ検査に対応するため、米沢市

医師会と協力して、発熱外来担当医療機関を開設

し、医療提供体制を確保したところです。 

  さらに、山形県では、新型コロナウイルスに対

する県民の不安解消に向けて、症状の有無にかか

わらず5,000円程度の自己負担でＰＣＲ検査を受

けることができるＰＣＲ自主検査センター、こち

らは仮称ですが、こちらを県立河北病院内に開設

する予定としており、運用開始は３月中で、検査

可能件数は最大で１日30件程度と聞き及んでお

ります。 

  次に、感染者が出た施設での継続的なＰＣＲ検

査の必要性についてお答えいたします。 

  山形県では、濃厚接触者以外でも感染拡大防止

のため幅広に行う検査については、行政検査とし

て無償でＰＣＲ検査を行うこととしております。

具体的には、施設での感染が発生した場合、保健

所において濃厚接触者の把握を含め、積極的疫学

調査を行い、濃厚接触者に対しＰＣＲ検査を実施

するとともに、濃厚接触者以外でも感染拡大防止

のため必要に応じてＰＣＲ検査を幅広く実施す

るものと聞き及んでおります。また、濃厚接触者

にあっては、ＰＣＲ検査結果が陰性であっても、

引き続き14日間の健康観察を行うこととされて

おります。 

  施設におけるクラスター発生を未然に防ぐため

の継続的なＰＣＲ検査については、施設内の陽性

者の発生状況を踏まえ、保健所が当該施設と協議

の上、必要性を判断し実施されるものと考えてお

ります。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 土屋教育長。 

  〔土屋 宏教育長登壇〕 

○土屋 宏教育長 私からは、学校施設の社会開放

時における新型コロナウイルス感染症対策につ

いてお答えいたします。 

  学校施設の社会開放による利用に当たっては、

学校に通う子供たちの感染予防を図る観点から、

その他の施設よりも新型コロナウイルス感染拡

大防止と予防策の徹底を図る必要があるものと

考えております。このため、利用団体に対して事

前説明を行い、使用時間の制限や体調管理チェッ

ク表の提出等のほか、使用した器具等の除菌につ

いても御協力をお願いしており、活動に当たって

の感染予防対策を徹底しているところでありま

す。 

  御質問の学校施設の使用後の器具等の除菌に使
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用する除菌剤等は、現在、利用団体に準備いただ

いておりますが、体育施設等においても大会等で

使用した際には、観客席や手すりなど利用者が触

れたと思われる箇所の除菌には利用者で除菌剤

等を準備していただいており、全ての施設で除菌

剤等を市で負担することは難しいと考えており

ます。また、利用者にも一定程度の負担をお願い

しなければならないと考えておりますので、御理

解をいただきたいと存じます。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 堤郁雄議員。 

○１０番（堤 郁雄議員） 御答弁ありがとうござ

いました。まず、ＰＣＲ検査なんですけれども、

今県内で累積の感染者数としては540人ちょいぐ

らいだと思うのですけれども、この１万7,000余

りの検査数というのは相当な数だと思っていま

す。ただ、ほかの自治体とかと比べてはいないの

で、私もこれが多いのか少ないかというのは判断

ができかねるところではあるのですけれども、ぱ

っと見では結構多い数をしていると思います。 

  だから、これだけ検査をしっかりしているので

あれば、感染拡大を防げるんではないかと思う反

面、クラスター等が発生した施設については、取

りあえず注視するというか、それ以上感染が起き

ないかどうかを取りあえず見守る姿勢ですよね、

県の姿勢としては。ほかの自治体の例ですけれど

も、積極的に毎日その施設で検査しているという

ことではないのですよね、今の山形県の体制とし

ては。 

○鳥海隆太議長 安部健康福祉部長。 

○安部道夫健康福祉部長 検査の実施については詳

細は分からないところでございますが、ただやは

りおっしゃられたような施設で発生した場合に

つきましては、かなり広範囲にその検査対象を広

げてやっているということで、クラスターの可能

性と、そういったものを摘むような形で多くの件

数を実施していると聞いております。 

○鳥海隆太議長 堤郁雄議員。 

○１０番（堤 郁雄議員） クラスターが発生しな

いようにということはもちろんそうなんですけ

れども、継続的に検査していっていないというこ

とになると、例えば第１回目に検査をした後で、

濃厚接触者の可能性があるから、一応広範囲で検

査はするわけですよね。ただ、そこで陰性になっ

た場合に、陰性だからその方が入院したりとか、

何らかのことになるということはないわけです

よね、取りあえずは。 

  ところが、これは例えば一つの例なのですけれ

ども、先月２月に感染が分かった川西の60代の女

性なんですけれども、この方は１月30日にＰＣＲ

検査陰性だったわけですね。その後、２月２日に

発熱やせき、頭痛などがあって、ＰＣＲ検査をし

て２月３日に陽性が出たということなわけです。

そうすると、30日から、検査したのはその前の29

日あたりに多分検査しているとは思うんですけ

れども、そこからすると、５日間か６日間ぐらい、

１週間ぐらいあるわけですけれども、その間に発

症しているわけですよね。実際に熱とかが出てく

れば、もちろん何かやばいかなと本人も思うと思

うのですけれども、その前は無自覚で感染してい

るか分からない状態で、例えば買物に行ったりと

か、お店の人としゃべったりとか、あるいは冬の

期間ですからうちの前で雪かきをして近所の人

と話をしたりとかという可能性だってあるわけ

ですよね、可能性としては。 

  だから、この方の場合はそういうことは多分な

かったのでしょうから、それ以上の御近所とかそ

ういう感染はなかったのだとは思いますけれど

も、そうすると、例えばこの方が検査しなければ

ならないとなった後で、例えば毎日とか検査をし

ていれば、まだ症状が出ない段階でも体内でウイ

ルスが増えてきた段階で、熱の出る前ですよね。

例えば２月２日に発熱ということになっていま

すから、２月１日には自覚はないけれども感染し

ているというのが分かって、すぐに入院なりなん

なりという措置ができると思うのですけれども、
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この１週間の間に感染を広げている可能性もあ

るわけですよね。だから、そういうことを考える

と、やっぱり実際感染者が出て、その周りの人な

わけですから、その人たちについては例えば１週

間とか継続的に検査をするということが必要だ

と思うのですけれども、そういうことはできない

のでしょうかね。 

○鳥海隆太議長 安部健康福祉部長。 

○安部道夫健康福祉部長 なかなか市の判断でとい

う形にはならないかと思いますが、保健所として

はやはり過去のそういった発症事例、そういった

ものも数多く積み重ねてきたと考えております。

その中で、やはり感染拡大、そういったものを防

ぐためにはどのような検査を行っていったらい

いか。あるいは検査するタイミング、そういった

ものについてもかなり初期段階から様々な情報

が入っているかと思います。そういった判断に基

づいて、現在幅広な形でクラスターを防いでいる

とこちらとしては捉えております。 

○鳥海隆太議長 堤郁雄議員。 

○１０番（堤 郁雄議員） 今、関東地方１都３県

のところが緊急事態宣言を解除するかどうかと

いうところだと思うのですけれども、自治体の知

事たちはあまり解除に前向きではないように私

は受け取っているのですけれども、ただ総理はど

ちらかというと解除したいのかなという感じを

印象としては私は受けているのですけれども、も

し解除ということになれば、当然人の行き来もで

きますし、特に観光業界とか飲食関係の人たちは、

特にやっぱり関東地方からのお客さんというの

は人数的にも多いわけですから、そういうところ

に期待するところがあると思うのですね。だから、

そういう方たちに来ていただいて、米沢に来てい

ただくのは大変結構だと私は思っていますけれ

ども、ただそれとともに感染のリスクも高まるわ

けですから、それに対する備えというのはきちん

としておかなければならないと思うのです。だか

ら、もし県がやらないのであれば、米沢市が独自

にそういった検査をすることができないのかど

うか。国のメニューとしてはできないことはない

とお聞きしているのですけれども、その辺いかが

でしょうか。 

○鳥海隆太議長 安部健康福祉部長。 

○安部道夫健康福祉部長 当初は検査できるところ

というのはかなり限定的なところであったと認

識しております。それがやはり感染拡大とともに

検査できる機関というものを増やしているとい

うことでございます。当然、単に増やすだけでは

なく、それ相応の設備、あるいは資格ですか、そ

れができる職員の配置というのもあるかと思い

ます。そういった部分を考えると、なかなか市独

自でということについては難しいのかと考えて

いるところです。 

○鳥海隆太議長 堤郁雄議員。 

○１０番（堤 郁雄議員） ただ、国のメニューと

しては絶対できないということではないという

ことですし、ぜひ今感染が落ち着いている段階で

すから、今すぐにとは言いませんけれども、もし

仮にまた感染者が何人か出てくるような状況に

なった場合には、やっぱりそういった備えもして

おかなければならないと思うので、この国の制度

というのは手挙げ方式だともお聞きしているの

ですけれども、米沢はもちろん手を挙げていない

わけですけれども、状況を見てぜひ手を挙げてい

ただきたいと思うのですけれども、いかがでしょ

うか。 

○鳥海隆太議長 安部健康福祉部長。 

○安部道夫健康福祉部長 その検査が必要か否かと

いう部分につきまして、どのような判断がされる

のかということは、やはり保健所は医療機関でも

あるわけでございますので、そういった専門職の

配置がなされていると。そういったところで判断

して検査が実施されているということでござい

ます。 

  ただ、市とすれば、保健師はいるものの医療職

がいないということですので、どのような判断に
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基づいてそれをやったらいいのかということに

ついてはハードルが高いのかと考えております。 

○鳥海隆太議長 堤郁雄議員。 

○１０番（堤 郁雄議員） では、検査の主体は県

なり保健所なりでいいと思うのですけれども、た

だ毎日米沢市内でどなたかが感染したといった

場合に、その職場なり施設なりというところで、

毎日継続的に検査をしてほしいと県に申入れを

して、県は例えば予算的にはちょっと無理だとい

うようなお話がもしあったら、そのときはきちん

と、では米沢市がやりますからやらせてください

と、国に手を挙げてやっていただきたいという、

これは私の考えですけれども、実際の検査の主体

は県、保健所であるわけですけれども、そういう

ふうにしていただけるのであれば我々も安心し

て取り組めるようなところもありますので、ぜひ

そこをお願いしたいのですが、いかがでしょうか。 

○鳥海隆太議長 安部健康福祉部長。 

○安部道夫健康福祉部長 保健所が判断して行うと

いうことであれば、行政検査扱いになるかと思い

ます。行政検査の場合ですと、経費については公

費で持っているということで、しかも昨年の11月

から、先ほど申し上げた診療・検査医療機関とい

う形で、今県内で300ほどあるそうでございます

が、そのような形で検査体制についても増強して

いるという状況でございます。そのような増強し

た形で運用している状況ですので、現状でこれ以

上の体制の増強が必要かどうかということ、そう

いう部分になると、やはり保健所等とも相談しな

がらということになろうかと思います。 

○鳥海隆太議長 堤郁雄議員。 

○１０番（堤 郁雄議員） 本当に緊急事態宣言が

解除になるかならないかでもまた状況は違って

くると思いますし、県内での感染者がまた増えて

くるかどうかでもまた違うと思いますけれども、

もし万が一まだ増えてくるという状況であれば、

ぜひそのあたりは県なり保健所なりにも言って

いただいて、せっかく米沢市内でも取りあえず検

査体制というか、そういうものはやっていくとい

うことで今整えられつつあるわけですから、ぜひ

そこも積極的に活用していただいて、予算的な部

分についてはやはり国にきちんと言ってくださ

いということを言ってもらったほうがいいのか

と思いますので、そこは要望して終わりたいと思

います。 

  次に、学校施設の今申し上げた主に消毒液とい

うことになるのですけれども、これは各地区の体

育協会なり、そういうスポーツ団体がやっぱりば

かにならないと言っている部分があるわけです。

特に一生懸命やっている団体ほど、やはり出費の

部分というか、やらなければならないというとこ

ろがあるものですから、全然そういう団体が負担

しなくていいとは私も思いませんけれども、何ら

かの支援措置というものがあってもいいのでは

ないかと思うのですけれども。大会みたいなもの

だと会場も大きな会場を使わなければならない

とか、人もたくさん来るということで、その辺は

全面的にというのは難しいとは思うのですけれ

ども、ふだん夜間とか練習で使うという場合の消

毒液等は、一回一回はそんな大した量ではなくて

も、累積していくとやっぱり大きくなりますし、

またその地区全体でそういうスポーツを一生懸

命やっているところだと相当な額になると思う

んですね。 

  さっきも壇上で言いましたけれども、地区の体

育協会が負担していたりするのですね。今、各町

内会のそういう負担金というのもあるのですけ

れども、そういうところで地区の体育協会とかに

出している負担金とかもなかなか大変だという

声が聞こえているものですから、そういったこと

もあって、ぜひ支援していただける部分があれば

お願いしたいと思っているのですけれども、その

辺いかがでしょうか。 

○鳥海隆太議長 渡部教育管理部長。 

○渡部洋己教育管理部長 議員おっしゃることにつ

いては十分理解しているところでございます。た
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だ、その積もり積もってというところになります

と、やはり学校も同じでして、学校によって様々

利用の頻度は変わってくるわけですけれども、ほ

ぼ毎日使っているような学校施設もあるわけで

す。そういったようなところを、学校施設につい

ては市の予算で除菌、様々な感染予防対策をして

いるわけですが、プラスアルファでその部分も予

算配分をしなければならないとなりますと、やは

り相当な金額が積み上がってくるということに

なりますので、その辺は御理解いただいて、ぜひ

利用団体のほうでお願いしたいと考えておりま

す。 

○鳥海隆太議長 堤郁雄議員。 

○１０番（堤 郁雄議員） 教育委員会だってそん

なに予算があるわけではないというのはこっち

も理解はしておるところなので、ここはぜひ市当

局、財政当局のほうでその辺を考えていただけな

いかと思うのですけれども、例えば病院であると

か、学童施設であるとか、そういうところのコロ

ナ対策費というものは国とかからも来て補助さ

れていると思うんですけれども、そういったスポ

ーツ団体に関しては出ていないような気がいた

しますので、その辺どうでしょうか。教育委員会

ではない部分で支援していくということはでき

ないものでしょうか。 

○鳥海隆太議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 学校施設の利用だけでなくて、

様々な公共施設の利用の状況もございますので、

この場で方針を御提案するのはなかなか難しい

状況でございます。なお、今後、学校施設の利用

にとどまらず、公共施設の場合につきまして、ま

ずは内部で検討してみたいと思います。 

○鳥海隆太議長 堤郁雄議員。 

○１０番（堤 郁雄議員） 学校施設の利用に関し

ては、昨年の９月ぐらいですかね、ようやくスポ

ーツとかができるような環境になったのが８月

か９月ぐらいだと思うのですけれども、その頃に

教育委員会から各種団体にこういうふうにして

くださいというようなお話があったということ

はお聞きしています。その中では、その頃は消毒

液とかも入手できにくいような状況だったのか

もしれないですけれども、使用団体の自己負担で

お願いしますと教育委員会では言っていた。それ

以後、何もないわけですよね。今、現状としては、

消毒液もそんなに入手困難というわけでもあり

ませんし、その辺を勘案していただいて、スポー

ツは大事ですから、ぜひ子供たちの健全な育成の

ためにもお願いしたいと思いますけれども、今財

政当局からは検討してみるということでしたの

で、もし財政的な部分ができましたら、教育委員

会でもぜひ補助をお願いして、私の質問を終わり

たいと思います。 

○鳥海隆太議長 以上で10番堤郁雄議員の一般質問

を終了します。 

 

 

 

  散    会 

 

○鳥海隆太議長 以上をもちまして本日の日程は終

了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

 

  午後 ４時２６分 散  会 

 


